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１．議事日程第４号 

    （平成19年第１回大口町議会定例会） 

 

                              平 成 1 9 年 ３ 月 1 5 日                       

                              午前９時３０分 開 議 

                              於    議    場 

 

日程第１  一般質問 

 

２．出席議員は次のとおりである。（１６名） 

      １番   吉 田   正        ２番   田 中 一 成 

      ３番   柘 植   満        ４番   鈴 木 喜 博 

      ５番   木 野 春 徳        ６番   齊 木 一 三 

      ７番   倉 知 敏 美        ８番   寺 澤 正 和 

     １０番   宮 地 計 年       １１番   酒 井 久 和 

     １２番   伊 藤 錦 邑       １３番    田 正 輝 

     １４番   河 合 唯 敏       １６番   大 森 道 弘 

     １７番    橋 歳 治       １８番   宇 野 昌 康 

 

３．欠席議員は次のとおりである。（１名） 

     １５番   安 藤   桂 

 

４．欠員（１名）９番 

 

５．地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名 

   町    長  酒 井        助    役  社 本 一 裕 

   教 育 長              井 上 辰      政策調整室長  佐 藤 義 則 

   総 務 部 長              森     進     健康福祉部長  水 野 正 利 

   環境建設部長  山 田 三 夫     会 計 室 長              前 田 釼 吉 

   教 育 部 長              鈴 木 宗 幸     政策調整課長  近 藤 則 義 

   行 政 課 長              馬 場 輝 彦     企画財政課長  大 森   滋 

   福 祉 課 長              村 田 貞 俊     こ ど も課長              鈴 木 一 夫 
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   保 育 長              稲 垣 朝 子     保険年金課長  吉 田 治 則 

   環境経済課長  近 藤 定 昭     学校教育課長  江 口 利 光 

 

６．職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

                       議 会 事務局              

   議会事務局長  近 藤   登     次    長  佐 藤 幹 広
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    ◎開議の宣告 

○副議長（柘植 満君） 皆さん、おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

 安藤議長より欠席の届け出が出ておりますので、地方自治法第 106条第１項の規定により、

私が議長を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

                               （午前 ９時３０分） 

 

    ◎一般質問 

○副議長（柘植 満君） 日程第１、一般質問を行います。 

 質問の通告がありますので、順次発言を許します。 

 

               ◇ 河 合 唯 敏 君 

○副議長（柘植 満君） それでは、河合唯敏君。 

○１４番（河合唯敏君） 改めまして、おはようございます。14番議席の河合でございます。副 

議長さんの御指名をいただきましたので、通告に従いまして３点にわたって質問をさせていた

だきます。 

 私もいろいろお世話になりましたが、ここに立つのもきょうが最後だと、こんなふうに思っ

て質問をするわけですので、ひとつよろしくお願いをいたします。 

 さらにまた、質問が総務部に偏ったわけですが、特に総務に遺恨はございませんので、よろ

しくお願いしておきます。 

 それではまず第１番の、庁舎の階段に手すりをということですが、私も専門家ではございま

せんのでわかりませんが、うちの階段の手すりはちょっと高くて、その上に鉄のアールがつい

ておりますけれども、あそこまで手を上げてとまるということは大変なことで、一つのアクセ

サリーじゃないかなあと、こんなふうに私は見受けておりますけれども、こうしてお世話にな

って８年間、ほとんど私は階段を利用して今日に至りました。８年前は気にもせずにかばんを

提げてとことことここまで上がってきましたけれども、ここに来て、本当に手すりの必要性を

痛感するようになってまいりました。 

 若干発言が他にそれますけれども、今年の２月27日に丹羽広域事務組合の３月の定例議会が

ございまして、ちょうどこの朝、腰痛を起こしまして、一時は議長さんに連絡をとって欠席の

届け出をしようかなと、こんなふうにも思いましたけれども、職務を放棄してはいかんという

ことで、何とか無理をして丹羽消の方へ出ていきました。やっぱりあそこの階段も手すりがご
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ざいません。まだうちの階段は若干手を上げれば最後までとまっていけますけれども、丹羽消

の階段は最後の３段ぐらいのところは壁が高くて、どこもとまるところがありません。本当に

難儀をして、常々思ってこんな質問をさせていただいたわけでございます。 

 うちの庁舎は申し上げるまでもなく、エレベーターも設置をされておりますけれども、本当

に緊急時なんかに、みんながそろって２階から駆けおりるとき、こんなときには、私は手すり

があった方が事故の防止にもなるんじゃないかなあと、こんなふうに思いますけれども、人に

優しい町の庁舎として、ぜひ手すりをつけるべきだと思いますけれどもいかがですか、お伺い

をしたいと思います。 

 次に、消防団の組織についてでございますけれども、最近、町内に火災が発生をしますと、

その後で話に出るのは、どこの地区でもですけれども、消防団員が一人もいなかったとか、う

ちの消防車が出動もしなかったとかいう話が出てまいります。言うまでもなく、こんな御時世

でございますので、そんなことを望むことが無理なことだと、こんなふうに思います。 

 私ごとですが、うちの孫も学校へ行っていたころ、消防団員になって一生懸命訓練にも出、

また非常時の出動もやってと、若干の手当がいただけるということで、本当にまじめに消防を

務めてきましたけれども、昨年の春から社会人になってきますと思うようにならん。夜は暗い

うちから出ていって、暗くなったら帰ってくると、こんなことで、名前を消防団に置いておる

だけで御無礼ばっかりしておるというのが、私のうちのことを見てもそんな状況でございます

けれども、消防団を統一される団長さん、副団長さん方は、今の消防団員を本当にあれだけ把

握して、立派な統率のとれた訓練をし、観閲等々を立派にやっていただいておるわけですが、

お互いに職につくと、立派な観閲がやりたいとは望むところではあるわけですけれども、どう

もそればかりでは今後の自主防衛、消防業務が滞りなく進んでいくというふうには、ちょっと

思えないように思います。 

 そこで、ある程度年齢の切り上げをする。まだまだ60年定年でやめられても元気な方は大勢

見えますので、そこらあたりのことを取り入れた組織がえを一遍考えるときではないかなあと、

こんなふうに思います。この自治防災組織とあわせて、消防関係等々も強固なものができたら

なあと、こんなことも思いますけれども、一遍そこらあたりの見解をお伺いしたいと思います。 

 次に、３番目の分散している行政の窓口を一ヵ所にということで、ちょっと私の通告がまず

かったのか、そこらあたりがわからなかったようでございますが、私の言わんとするところは、

ここに庁舎があって、そして向こうの「ほほえみ」の方に福祉関係の事務局があり、また社会

教育がプールの上にあると。教育委員会は福祉会館の２階にあるということで、それぞれ窓口

が分散をしておって、これは受け売りの一般質問ですけれども、このごろも前議員で老クの会

長である中野さんとも話をしておったんですけど、みんながここへ間違ってきては聞いて、え
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らいみんな怒っていくんで、ぜひひとつもとへ戻してもらわないかんぞよと。一遍おまえ聞け

よというような話もありまして、こんなこともお尋ねをするわけでございます。 

 確かに、ここで私もお世話になっておると、あの課のことはあそこへ行けばいいなというこ

ともあって行く。また、他の施設もわかりますけれども、よそから来た人が、さあ、あっちへ

行っていらっしゃい、こっちへ行っていらっしゃいということでは、苦情が出るのも無理はな

いだろうなあと、こう思います。さらにまた、やっぱり職員、事務は一ヵ所にまとめて、町長

さんがしっかり統括をしてもらうということが一番私はいいことだと思います。 

 これも私ごとですけれど、私もお世話になったとき、役場の庁舎が狭くて、土地改良だけは、

元の西の赤い屋根の中で数年仕事をしましたけれども、何となく庁舎の中の人と外の人との気

持ちというのは何かちょっと、職員を見ておっても、いまいち変わったところがあったかなあ

と、そんなことを反省しつつ、仕事を見ておるわけでございますけれども、町も立派な大口町

の中学校の建設に着手をせられて、大変なことだろうと思いますけれども、一時は市町村の合

併と、そんな問題もあって、そんなことの意見もし、遠のいておったわけですが、若干、そん

な市町村合併の声も遠のいて来たように思います。大変だと思いますけれども、一日も早くこ

の庁舎に増築なりをしていただいて、今、外でやっている仕事が全部ここでできるようにすべ

きだと思いますけれどもいかがですか、お伺いをいたします。 

 以上３点について質問をし、回答を待って再質問をさせていただきます。 

○副議長（柘植 満君） 酒井町長。 

○町長（酒井 君） 皆さん、改めましておはようございます。 

 議長さんのお許しをいただきましたので、河合議員の御質問にお答えをしてまいります。 

 日ごろよりお感じになっている数点を御質問いただいたと、こういうふうに考えます。 

 庁舎階段への手すりの設置について及び行政の窓口の集約につきましては、総務部長から後

ほど回答をさせていただきますので、よろしくお願いを申し上げます。 

 消防団員の組織についてお答えをしてまいります。 

 平成18年度の建物火災の発生件数は12件で、火災の大変多い年であったように思っておりま

す。平成19年はきょう現在まで発生しておりませんが、町及び消防署、並びに大口町消防団と

しましては、火災が発生しないように、「春の火災予防運動」など、その啓発に努めておると

ころでございます。 

 消防団員は平均年齢28.5歳で、条例定数の97人に対し、現在78人の団員数であります。任命

要件としましては、町内に居住する18歳以上の者で、かつ身体が強健で、その志がしっかりし

ている者が団員となることができます。したがって、その構成は、会社員、自営業、学生など、

分団ごとに異なっております。火災が発生しましたときの時間帯によっては、議員御指摘のと
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おり限られています。しかしながら、こうした状況となりましても、各分団が連携し、残火処

理時の人的応援や資材の提供など、相互の共通認識のもとに活動ができておりますので、大変

心強く感じております。 

 団員の確保につきましては、団員で構成する委員会で消防団を紹介するパンフレットを作成

し、分団みずからが団員募集のチラシを手がけ、配布するなど、消防団として、あるいは分団

として、団員を勧誘する努力をしております。 

 また、町としましても消防団の意向を尊重し、区長会への協力依頼、さらには町広報紙やホ

ームページへの掲載など、消防団活動が地域への貢献となり、団員一人ひとりのやりがい、あ

るいは達成感につながるように、鋭意努力をしております。 

 また、自主防災組織につきましては、平成18年度は各行政区単位で、消火訓練や災害時の炊

き出し訓練、さらには救命講習会の参加や、あるいは防災講演会の開催など、防火対策だけで

なく、災害対策を含めた自主的で幅広い活動が実施されてきました。 

 町としましては、この自主防災組織の活動と、消防団の活動がそれぞれの立場でその役割を

担い、またあるときは協力や補完ができるように、ゆるぎない地域の存在になるよう醸成され

ていくことを望んでおる、こういうことでございますので、御理解をいただきますようお願い

をいたします。 

 以上で１回目の答弁とさせていただきます。 

○副議長（柘植 満君） 総務部長。 

○総務部長（森  進君） 改めまして、おはようございます。 

 それでは、河合議員さんからの庁舎の階段への手すりの設置に関する御質問及び行政の窓口

の集約に関する御質問につきまして、あわせてお答えをさせていただきます。 

 まず、庁舎の階段への手すりの設置についての御質問であります。 

 庁舎の２階及び３階部分については、窓口事務のない部署、あるいは窓口事務の少ない部署

を配置いたしております。また、御質問の中にもありましたように、庁舎にはエレベーターも

設備されており、階段の吹き抜け側には手すりも設置がされております。こうしたことから、

これまで庁舎階段への手すりの設置に関する要望等につきましては、特になかったというのが

現状であります。御質問にあるような要望が今後とも寄せられるようであれば、手すりの設置

につきましても検討をしてまいりたいと考えておりますので、御理解をお願いしたいと思いま

す。 

 次に、行政の窓口の集約に関する御質問についてお答えさせていただきます。 

 御質問の趣旨としては、庁舎の増改築により窓口の集約を図るというものと理解をいたして

おりますが、平成19年度におきましては、南小学校の校舎の耐震補強の調査を開始したいと考
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えており、順次、小学校の校舎の耐震にも取り組んでいく必要があると考えております。この

ため、小学校の耐震補強等のための予算につきまして、今後相当の額が必要になるものと考え

ております。 

 また、庁舎につきましても、平成17年度において庁舎建物詳細診断を実施するとともに、耐

震補強のための基本設計等を平成19年度の予算においてお願いしているところであり、今後大

規模な庁舎の補修を行っていくことになるものと考えております。このようなことから、庁舎 

の増改築につきましては現在のところ考えてはおりませんので、御理解をお願いいたします。 

 しかし、御指摘のように、申請手続等の内容によっては役場庁舎の窓口だけでは終わらない

場合もあり、住民の皆さんにお手数をおかけしておりますが、今後も引き続き広報やホームペ

ージにおいて、必要な手続の情報及び手続を行う窓口の内容につきまして十分周知をさせてい

ただくとともに、この窓口の集約化の問題に関しましては、今後、総合的に検討を進めてまい

りたいと考えておりますので、御理解をお願いしたいと思います。 

                 （14番議員挙手） 

○副議長（柘植 満君） 河合唯敏君。 

○１４番（河合唯敏君） それぞれ御回答いただきましたので、少しだけ再質問をさせていただ 

きたいと思います。 

 まず、部長から答弁をいただきました庁舎の手すりの件です。おっしゃるとおりに２階、３

階には高齢者等は上ってこないと、また一般の人の来ないところがおいてあるからということ

でございますが、今お話のように、吹き抜け側の手すりといったら、ちょっとあれは位置が高

い。先ほども申し上げたように、どこの病院に行っても、今、手すりというのは腰骨のあたり

につけてみえる。バリアフリーで一般のうちでもつけてみえるが、あそこまで手を上げて物を

持って上っていくということは、恐らく若い人は苦にならんと思うけれども、我々ある程度年

をとってくると非常に不都合を感じる。したがって、そういうものがつけてあるから、あるい

はエレベーターがあるからということではなしに、緊急時にみんな上から駆けおりてくるとき

は危ないと思うんですね、あれだけの階段は。いろいろ御事情がありましょうけれども、あれ

があるからと言わずに、再度よく検討をしていただきたい。また、皆さんから声があったらと

いうことですけれども、声は今後ないかもしれませんけれども、やっぱり私は痛切に感じまし

たので、ぜひ設置を要望いたしておきます。 

 それから、消防団組織で町長さんから答弁をいただきました。これもそれなりの答弁だなあ

と思いましたけれども、実際の自主防災組織なんかも区長さんを通じていろいろ段取りはして

おっていただくが、最近は秋田の区はしっかりやっておっていただくようですが、おざなりで、

区会議員にそれぞれ役職を割り振って１年経過していくというのが本当のようでございます。
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町の方から資機材をそれぞれ地区に交付をされて、安全を守っておっていただけると。本当に

こういうものはどういうものがあって、どう使えるかということは、先ほど申し上げたような

定年になって、60％、70％の方はうちにおるなんていうような人で組織をつくって、少なくと

も年に２回や３回ぐらいはそういう人が集まって、地域の防災について考えていくような組織

づくりをしていかないと、ただ上辺ではやっております、見ております、炊き出しやりました、

消化訓練やりましたで、一遍集まってやるといえば済むけれども、常時考えていくとなると私

は組織だと思います。だから、そこらあたりも今後よく御検討をいただいて、少しでも皆さん

が安心して住める町にしていったらなあと、こんなことを思います。 

 多分同じような答弁になると思いますので、要望だけ申し上げて私の質問は終わります。あ

りがとうございました。 

 

               ◇ 木 野 春 徳 君 

○副議長（柘植 満君） 続いて、木野春徳君。 

○５番（木野春徳君） 皆さん、おはようございます。５番議席の木野春徳でございます。 

 副議長さんのお許しをいただきましたので、通告に従い、北部中学校への北小学校移転につ

いてのみ質問させていただきます。 

 平成15年３月に大口町立小中学校再編整備計画案が示され、同年６月に通学区域審議会へ、

小学校の通学区域変更とともに中学校の統合化、さらに北小学校の移転について諮問がされま

した。 

 審議会委員より、各地域での懇談会開催の要望もあり、14回にわたる地区懇談会が開催され、

アンケートの実施、直接住民の意見や提案を受け、同年11月に答申が出されました。 

 西小学校の通学区域である余野三丁目区域の北小学校への通学区域変更については、当該地

域住民の意向を配慮して変更せず、現状のままとすることとなりました。また、中学校の統合

化については、両校の小規模校としての弊害をなくし、新しい時代にふさわしい教育方針のも

と、新しい教育環境を整備し、新たな学校づくりに取り組むため、現在答申に沿って教科セン

ター方式の導入、 300名余りを収容できるランチルームの設置など、全く新しい学校づくりが

進められ、平成20年４月の開校に向け、着々と建設工事が進行しております。 

 さて、北小学校の移転については、「移転先を北部中学校とすることが町の財産を最も有効

に活用できる方法であり、中学校統合化の完了後、速やかに移転を行うものとする」との諮問

に対し、「具体的に検討する場合は、住民の意見を十分に取り入れた夢のある学校づくりを推

進すべきである」との答申がされました。 

 現在の北小学校の校舎は町内小・中学校では最も古く、建築後既に41年が経過した部分では
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かなり老朽化が進み、特にいつ発生するかわからない地震や天災から子供たちの安全を確保で

きない状態であり、４階建てによる不便さなどの問題も多く、また児童数や少人数学級などに

よるクラス数の増加などを考えた場合、学校敷地が狭く、現在の場所での建てかえや増築は不

可能であると思います。そこで、統合中学校の開校後、早期に北部中学校への移転をすべきで

あると思いますが、いかがでしょうか。 

 その場合、低学年用校舎の増築、プールなど施設の改修、移転のための準備期間などが不可

欠であり、こうしたことを考慮し、移転時期を明確にして、地区懇談会などでも指摘をされた

問題点の解決策や方針を住民の皆さんに十分説明し、理解を得るとともに、移転準備を進めて

いただきたいと思います。 

 また、移転した場合の北小学校跡地及び施設の活用について、現時点でのお考えをお伺いし

ます。 

 以上で１回目の質問とさせていただきます。 

○副議長（柘植 満君） 教育長。 

○教育長（井上辰 君） 木野春徳議員より、北部中学校への北小学校移転及び移転した場合の 

北小学校跡地の活用について御質問をいただきました。 

 議員御案内のとおり、北小学校におきましては昭和41年、47年、48年、49年にそれぞれ４分

割で校舎が建設をされており、経過年数も30年から40年を経たものでございます。また、周囲

が民家等に囲まれている上に、現在既に４階建ての校舎であり、児童数の増加による運動場の

拡張の必要性も含め、同敷地の拡張及び建てかえ計画は非常に困難であると認識しているとこ

ろでございます。 

 そのような状況の中で、教育委員会といたしましては、平成15年６月に通学区域審議会へ小

学校の通学区域変更、中学校の統合化、そして北小学校の移転と大きく三つを諮問させていた

だきました。とりわけ北小学校の移転につきましては、「今後、具体的に検討を進める場合は、

住民の意見を十分取り入れた夢のある学校づくりを推進されたい」という答申を受け、さらに

附帯意見として、「住民のコンセンサス等のさらなる必要性を考慮し、今後の大口町の教育を

考え、住民の理解と協力が得られるよう引き続き努力されることを希望する」と御指導をいた

だき、現在に至っているわけでございます。 

 さて、議員御質問の統合中学校の開校後、早期に北部中学校へ移転すべきではないかとのこ

とでありますが、現在、統合中学校の建設につきましては、平成20年４月の開校に向けて、学

校との連携も図りながら、ハード面及びソフト面において鋭意進めているところであります。

統合後の北部中学校の利用についても、なるべく早い機会に答申に沿った方向性の中で努力し

ていくことが肝要かと考えているところであります。 
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 そのような中で、文部科学省では先月の２月に 2,524億円の補正予算が確保されたという報

道がございました。特に学校施設等の耐震化及びいじめ問題への対応といった必要性・緊急性

の高いものを重点的に展開していくという補正予算の内容であります。教育委員会といたしま

しても、今後、国の方針を踏まえ、子供たちの安全を最優先し、校舎の耐震補強に重点を置き、

北部中学校への北小学校移転も含め、南小学校の耐震補強、続いて西小学校の耐震補強と、学

校の耐震整備を第一に進めてまいりたいと考えておりますので、御理解をいただきますように

お願いを申し上げます。 

 次に、北部中学校へ移転した場合に、北小学校跡地及び施設の活用についてでありますが、

生涯学習の基盤整備を重点的にとらえて、総合計画など大口町の将来を考えたまちづくり、あ

るいは人づくりを一体として構想していくことが有効であると考えているところでございます。 

 いずれにいたしましても、北部中学校への北小学校移転及び北小学校の跡地活用につきまし

ては、通学区域審議会の答申を尊重しつつ、議員皆様の御理解、そして住民のコンセンサスを

得ながら、より多くの御意見に耳を傾け、早期計画に向け取り組んでまいりたいと考えており

ますので、格段のお力添えをいただきますようにお願いを申し上げます。 

                 （５番議員挙手） 

○副議長（柘植 満君） 木野春徳君。 

○５番（木野春徳君） それでは、再質問をさせていただきます。 

 北小学校の移転については、答申に沿った形でということであれば、基本的に北部中学校へ

移転がされるものと理解をいたしました。ただ、移転時期が答弁されておりませんので、移転

時期については今時点で明確にすることはできないということであると思います。ただ、時期

を明確にできないということであれば、移転に向けた計画、さらに今おっしゃいました南小学

校、西小学校の耐震補強などとともに、当然必要な財政面にも考慮した、改めて全小学校の整

備計画を19年度中くらいには策定をしていただきたいと思いますがいかがでしょうか、再度お

伺いいします。 

 また、跡地利用については、生涯学習の基盤として活用ということでありますが、当然地域

住民の方や多くの町民の皆さんの意見を十分吸い上げ、有効に活用できるような方策を、具体

的な段階になったら検討をしていただくようお願いをしたいと思います。以上です。 

○副議長（柘植 満君） 教育長。 

○教育長（井上辰 君） 第２回目の質問で、計画の時期を示してほしいということでございま 

す。 

 現在、統合中学校の建設が進んでおります。町を挙げての大変大きな事業を進めているとこ

ろでございます。これが19年度中にめどがつくというような現在見通しを持っておりまして、
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先ほど議員御指摘がありましたように、平成15年の３月に小・中学校の再編の整備計画という

ものを示させていただきました。何度か修正版も出ておりますけれども、これを早速19年度中

に整理をしましてお示しがしたいなあと、こういうふうに考えているところでございます。 

 先ほど総務部長さんから御回答がありましたように、平成19年度に南小学校の耐震診断とい

う予算を現在お願いしておりますが、町の方針として、子供たちの安全を最優先に考えていく

というような方針をいただいておりまして、これに従いまして、教育委員会としてもなるべく 

早い機会にこの計画を示してまいりたいと、こういうふうに考えているところでございます。 

 なお、北小学校の跡地の活用につきましても、議員御指摘がありましたように、多くの皆さ

んの意見を聞きながら進めていくという基本方針でおりますので、どうぞよろしくお願いをい

たします。 

                 （５番議員挙手） 

○副議長（柘植 満君） 木野春徳君。 

○５番（木野春徳君） 小学校の整備計画を，改めて19年度中に策定ということをお聞きしまし 

た。早期計画を立てられた以上は、きちっと計画に沿った形で進めていただきたいと思います。 

 最後になりますが、北小学校は大口第二尋常高等小学校として明治40年に開校され、非常に

長い歴史があります。多くの卒業生や先生方、またさまざまな立場で学校に携わってこられた

方が今でもたくさんおられます。そうした方たちも含め、特に地元の皆さんなどの、長年そこ

にあって当たり前の校舎や風景がなくなるというのは非常に寂しいもので、私もその一人であ

りますが、しかし、時代の流れとともに施設面や安心・安全に対する問題も発生し、さらに町

の財産の有効活用などを考えたとき、速やかに北部中学校へ移転させることが最良の方策であ

り、これからも子供たちにとってよりよい教育環境を整備するために、行政・議会、さらに地

域の住民の方たちがともに連携して協力し合い、なお一層の努力と知恵を出していかなければ

ならないと思います。 

 以上で私の質問を終わらせていただきます。 

 

               ◇ 吉 田   正 君 

○副議長（柘植 満君） 続いて、吉田正君。 

○１番（吉田 正君） 副議長の御指名がございましたので、大きい項目で４点ほどでございま 

すが、質問させていただきます。 

 まず、国民健康保険の資格証明書の発行をやめよという問題であります。 

 まず第１点目。資格証明書の発行は昨年11月27日現在で37世帯、短期保険証は 114世帯に上

っているということが昨年の12月議会でも明らかになりました。どんな基準でこの短期保険証
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と資格証明書が発行されているのか、まずお示しをいただきたいと思います。 

 ２点目でありますが、資格証明書発行世帯では一度も医者に行っていない、そういう実態も

12月議会で明らかになりました。要するに、医療機関に行った際に10割負担をしないとお医者

さんにかかれない、これが資格証明書の持つ意味でございます。過去の医療経過等を調べ、治

療が中断されている実態というのはないのか、資格証明書が発行されている世帯について、そ

うしたことを調べるべきではないかと私は思いますが、いかがでしょうか。 

 ３点目ですけれども、資格証明書が発行されるようになって滞納世帯が減ったのかという問

題ですが、本会議の中でも、滞納世帯は減らない。減らないどころかふえつつあると、これが

実態であるということもこの３月議会でも本会議の答弁でなされております。医療機関の窓口

で10割負担をしなければならないということになれば、実質的に保険証が使えない状態がある

わけです。こういうことを続ければ続けるほど、余計に国保税を払わない世帯が増えてくるん

ではないかなあというふうに思います。 

 これは政令市である福岡市がＮＨＫで取り上げられておりました。この特集番組も２回、３

回と繰り返し行われております。この番組を見ますと、今まで治療を受けていた方、治療を受

けなければならない方も、保険証がもらえないもんだから治療を中断している、そういう実態

もこの中で報道がされておりました。このＮＨＫの特集番組の追及などによって、また自営業

者の団体の皆さん方もこの番組の中に出てきておりましたけれども、そうした方々の運動など

によって資格証明書の発行をこれからはやめていくんだと、そういう表明が福岡市の方では行 

われておりました。私は、資格証明書を発行することによって、本当にそのメリットがある                                                                                        

のかないのかというと、メリットはほとんどない、私はこういうふうに思います。ですから、 

資格証明書の発行は少なくとも取りやめるべきだと思いますが、町長の見解を求めておきま                                                                                        

す。 

 それから障害者自立支援、このサービスの負担を独自で軽減せよという問題であります。 

 昨年の３月まではほとんどの人が、障害者自立支援の、以前は支援費と言っておったわけで

すけれども、支援費の制度まではほとんどの人が負担はゼロだったんですね、給食費もゼロだ

った。こういう状況だったんですが、実は昨年の４月から障害者自立支援法という法律が施行

されてどうなったかといったら、ほとんどの人が負担をしなければならない、こういう状況に

もなってきたわけです。しかも、その方の障害が重ければ重い人ほどたくさんサービスを受け

なければなりませんから、たくさん負担をしなければならない、こういうことになってしまっ

たのであります。まさに生きるためのサービスの保障というのは、お金がなければ保障は買え

ないという状況に今なっていると思います。これはまさに受益者負担の考え方でありますけれ

ども、障害者の方々のサービスの中にこの受益者負担の考え方が正しいというふうに思ってい
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らっしゃるのかどうか、この点についても町長の見解を求めます。 

 それから３点目です。介護保険の利用料や保険料の軽減の問題であります。 

 私もこの３月議会の冒頭で、平成19年度の施政方針、酒井町長が発表されましたけれども、

これを聞き、また後から文章が配られ、その内容を見て非常に驚いたわけであります。この方

針の中には、住民が何を願い、その願いにこたえるという姿勢が、この施政方針の文章の中か

らは本当に見られない、こういう印象を私は持ったのであります。 

 「地方分権」という言葉がちりばめられておりますけれども、それは自分の思いを町民に押

しつけ、その実現のために従ってくださいというような流れであると思います。また、「失わ

れた10年」という言葉が出てくるわけでありますけれども、これは国や地方自治体の債務・借

金がふえていった、そういう問題等々を施政方針の中では指摘をしておられますけれども、し

かし、住民の中には格差と貧困があるということを忘れてはならないと思いますが、そうした

文言も残念ながら出てこない状況であります。 

 今、年収が 200万未満の世帯がどんどんふえていっている、また貯金がない世帯は25％に達

するような状況です。４世帯に１世帯は貯金がない、こういう世帯も今ふえていっております。

例えば４人世帯で年収 200万円ですと、これは生活保護基準以下の生活をしておられるという

ことになると思います。例えば最低賃金、愛知県の最低賃金は今平均すると 694円でしたかね、

約 700円ぐらいだと思うんですが、時給 700円だとして、年収 200万円を稼ごうと思うとどう

いうことになるのかというと、およそ 3,000時間ぐらい働かないと 200万円には到達しないん

ですね。一般的に年間の労働時間というのは 2,000時間と言われていますので、所定内の労働

時間、これの約 1.5倍ぐらい働かないと年収 200万にも到達しない、こういう状態であります。 

 また施政方針に戻るわけですけれども、この施政方針の中には「福祉」という言葉、文字が

一つもない、これにも私は驚かされたわけであります。近隣と比べても、非常に豊かな自治体

だと大口町は言われております。何にも特徴がないというようなぼやきも、幹部職員の中から

出てくるありさまでありますけれども、しかし私は、福祉の充実こそが大口町の最大の特徴に

なり得るものではないかなあというふうに思うのでありますけれども、酒井町長の御見解を伺

っておきます。 

 また、この施政方針の最後の方になってくるわけですけれども、「今を見直し、持続できる

あすの大口町を築く」、こういうキャッチフレーズが入っておりますけれども、今を見直すべ

きものは、やはり酒井町長の政治姿勢そのものではないかと思います。 

 次の問題ですけれども、介護保険等々のサービスを受ける際、これは私も立ち会ったことが

何度もあるもんですからわかるんですけれども、ケアマネジャーさんから何を一番最初に聞か

れるのかということなんです、障害がある方が、またその家族の方が。それは何かというと、
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「幾らまでならあなたは払えますか」ということを聞かれるんです。まず聞かれることはそう

なんです。どこが御不自由ですかとか、そういう話ではないんですね、幾らまでなら払えます

かということが聞かれるんです。これは本当に寂しい質問だというふうに私は思います。 

 介護保険が平成12年から始まって、こういうサービスが始まって助かったという人も本当に

たくさんおられると思います。私の身の回りでもそういう声を聞いておりますし、町の社会福

祉協議会なんかからもヘルパーさんを派遣してもらって、本当に親切にやってもらっていると

いう声も私自身も聞いております。介護保険が始まって何年もたって、なれてきたというのも

あるんですね、利用者側も、それからサービスを提供する側も。そういうこともあって、介護

保険のサービスの中身そのものには十分に満足しておられる方も多いというふうには思います

が、しかし、幾ら払えますかということが先に出てくるというのが今の介護保険の問題点なん

ですね。本当なら、介護度に応じて一定の金額までサービスを受けることができるわけですけ

れども、しかし多くの人がその負担に耐えられないもんだから、まず幾らまで払えるのかとい

う話になるわけです。私はこの実態をぜひ提出していただきたいということで一般質問の要求

をしたわけですけれども、これを見せていただきますと、費用限度額に対する実際のサービス

の利用割合、これは平均すると大体60％ぐらい、これは３年ぐらい前に同様の質問をさせてい

ただいたときには50％を切っていた状態だったと思います。それから比べれば、実際にサービ

スを受けるメニューなどもふえてきたということもあるかもしれませんけれども、しかし、サ

ービスを受ける割合というのはふえてきている。これは私はいいことだということで、すばら

しいことだというふうに思いますが、しかしなかなか限度額いっぱいまで利用するにはまだ至

っていない現状があるわけです。これは幾ら負担できるのかということに最後は行き着く問題

なんです。こうした観点からも、私は町独自の負担の軽減、これが介護保険料においても、ま

た利用料においても必要ではないかというふうに思いますが、町の考えをお聞かせいただきた

いと思います。 

 ４点目、最後であります。 

 子供の医療費助成は無料にし、拡充せよという問題であります。 

 今、この子供の医療費助成制度というのは愛知県の制度と町の制度を上乗せした形で進めら

れております。県の制度は４歳未満児まで、これを入院も通院も無料という形になっておりま

して、そこに町の制度が８歳未満児まで拡大をして、通院も入院も３割負担のうちの１割負担

をしなければならない、こういう形になっているわけであります。申請をしないとお金が返っ

てこないんですね。一々保険年金課の窓口へ領収書と印鑑と預金通帳を持っていかないとお金

が返ってこない。それをねらっているのかもしれないというふうに私は疑いたくなってしまう

んですね。申請しても本当にわずかな金額の場合が多いんですね、何百円という単位。例えば、
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風邪などを引いた場合ですと、子供の場合だと、実際の医療費で払ったのは 1,500円くらいか

もしれんけれども、実際に返ってくるのは 1,000円に満たない金額にしかならない。なかなか

申請に行かない、こういう実態が私はあるのではないかなあというふうに思うんですが、本会

議でもこの点についてはお尋ねをしたと思うんですけれども、この実態を、きちんとつかんで

いただく必要があるのではないかと思いますが、その申請実態をですね。社会保険の方につい

ては、とてもじゃないけれども大口町ではわかりませんけれども、少なくとも国保に加入して

おられる方はどういう状況かということをわかると思いますので、これについても実態をぜひ

御報告をいただきたい。 

 それから、私は先ほども申し上げましたけれども、この制度というのは医療機関の窓口で負

担がゼロだからこそ意味がある制度ではないかなあというふうに思います。ですから、県内で

は自己負担なしの自治体がほとんどなんですね。今度、県知事選挙も２月にありましたけれど

も、神田知事も小学校卒業するまで無料にしていきたいということもおっしゃってみえるんで

すね。これが大体愛知県内のおおよその動向ではないかなあというふうに思いますが、私は少

なくとも１割負担はやめるべきだと。きちんと受給者証を発行して、それに基づいて窓口では

負担をゼロにする、これが私はいいのではないかなあというふうに思いますが、この点につい

てはどうでしょうか。 

 さらに、今、中学校を卒業するまで子供の医療費の助成制度を拡大するところが出てきてい

ますね。最近ですと弥富市、これ合併しましたけれども、飛島村などは以前から中学卒業する

まで無料にしていたわけですけれども、最近ではそういった市のレベルでも中学校を卒業する

まで無料にするという自治体も今どんどん出てきておりますけれども、なぜこうしたことが大

口町にできないのか、またできるのか。できるのであれば、早急に私はやるべきではないかな

あというふうに思いますが、いかがでしょうか。 

 以上、大きな項目４点でございますが、１回目の質問を終わらせていただきます。 

○副議長（柘植 満君） 酒井町長。 

○町長（酒井 君） 議長さんのお許しをいただきましたので、吉田議員の御質問にお答えを 

してまいります。 

 国保資格証明書の発行について及び子供の医療助成無料につきましては、健康福祉部長から

後ほど回答をさせていただきます。 

 初めに、障害者自立支援サービスの負担軽減についてお答えをしてまいります。 

 障害者福祉については、措置から選択へと平成15年から大きく変わり、本町におきましても

障害者サービス利用が大きく伸びてまいりました。 

 こうした状況の中で、平成18年10月より本格施行されました障害者自立支援法では、障害者
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施策に係る経費について、国による義務負担化の明記、障害者の地域生活の重視、身体・知

的・精神の３障害を同じ法のもとで一体化させたことは評価できることと考えております。こ

のことにより、障害のある方々がそれぞれの能力に応じ、社会参加できるような地域社会を構

築していく必要があると思っております。こうした地域や主体となる障害者福祉を推進するに

当たりましては、各世代の負担も視野に入れ、公平性の観点から考えますと、サービス料に係

る負担の適正化を図る必要があると考えておりますので、受益の大きさに応じて利用者負担を

お願いしなければならないと考えます。 

 自立支援法では、利用者負担について、定率負担、実費負担のそれぞれに低所得者の方々に

配慮した軽減が講じられております。さらに、激変緩和対策として、平成19年、20年度軽減が

図られます。町としましては、町が行う地域生活支援事業について、この激変緩和対策に準ず 

る負担上限額の単独軽減策を行い、従来の４分の１に軽減してまいりたいと考えています。 

 続きまして、介護保険の利用料や保険料の軽減についてお答えをしてまいります。 

 これまでの福祉制度は、経済成長を背景に、国の指導・監督のもと、生活の中でさまざまな

不安を取り除くことを目的として実施されてきました。しかし、国の 800兆円を超える債務と

経済社会基盤の構造変化、さらには少子・高齢者社会と人口減少により、社会福祉制度を根本

的に変えなければなりません。また、社会環境の変化に伴い、ライフスタイルの変化と、お金

という尺度だけでははかれない住民の多様な価値観が生まれてきております。このような社会

環境の変化に対応するために、従来の福祉制度の考え方から脱却しなければならないと考えて

います。 

 住民に対して、責任を持って、大口町の状況や時代に即した継続可能な新たなる福祉を構築

することが、まさに今求められていると考えております。個人や家族や住民同士が助け合いに

より解決し、それでも解決できないとき、行政が支援するという考え方が必要ではないかと考

えます。 

 次に、町独自の負担軽減についてお答えをしてまいります。 

 平成12年度の介護保険制度開始より、介護認定を受けられた方々が適切な介護サービスを利

用して生活の質を高めるためには、より身近な存在で支援の中心となる介護支援専門員の資質

の向上を目的に、町独自で連絡会議を設置し、積極的に資質向上に努めてまいりました。この

ことから、大口町に事業所を設置している介護支援専門員は、介護認定者の心身の状況やニー

ズを的確に掌握することに努め、ケアプランの目的をきちんと説明し、納得いただいた上で、

適切なケアプランに基づいた介護サービスの提供をしておりますので、御質問にありますよう

な介護認定者や御家族に対して、「幾らなら払えますか」という質問をすることはありません。 

 介護保険からの介護サービスを一概に限度額まで利用することが、介護認定者の生活の質の
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向上につながるとは考えておりません。それぞれの介護状態に適切なケアプランに基づいた介

護サービスを利用することが、介護認定者やその家族の生活の質の向上につながると考えてお

ります。経済状況により適切な介護サービスが利用できないということにつきましては、既に

介護保険制度で高額介護サービス費、特定入所者介護サービス費の支給や、社会福祉法人の利

用者負担軽減制度など、重層的な仕組みをつくり出し、支援を行っております。 

 さらに、大口町では介護保険の市町村特別給付から、介護用品購入費や、平成19年度から開

始予定をしております介護保険在宅サービス利用支援費の支給、また福祉制度としての大口町

の住宅の実情から、独自に住宅改修費の補助制度を実施しております。介護保険料につきまし

ては、大口町独自に低所得者の方々に配慮した軽減措置を実施いたしております。 

 国の基本的な支援策に加え、大口町の実情に合わせた独自の支援策を行い、重層的に支援す

る仕組みを構築し、経済状況により適切な介護サービスが利用できないということのないよう

に努めております。今後とも、介護認定を受けられた方々が介護保険事業計画の基本理念であ

る、みずからの力とみんなの力で、だれもがいつまでも自分らしく暮らすことができるように

努めてまいりたいと考えておりますので、御理解をいただきますようお願いをいたします。 

○副議長（柘植 満君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（水野正利君） それでは、吉田議員の国保資格証明書等の発行及び子供の医療 

費助成についての御質問にお答えをしてまいります。 

 初めに、国保資格証明書等の発行についてであります。 

 短期保険証及び資格証明書につきましては、国民健康保険法、国民健康保険法施行規則、ま

た大口町国民健康保険税滞納者対策実施要綱などにより、特別の事情がなく保険料を滞納等し

ている世帯主に対し、交付することになっております。大口町におきましては、短期保検証の

発行は前年度の納付額が２分の１未満の方及び複数年度に滞納がある方に対し、交付いたして

おります。また、資格証明書につきましても、対象者には納税相談を通してお一人お一人の生

活実態を聞くなど、一方的ではなく柔軟な対応をしております。 

 続きまして、資格証明書の発行世帯の過去の利用経過を調べるべきではないかとの御指摘に

つきましては、資格証明書を発行される前の病院等への通院履歴を調査しました結果、通院履

歴が確認できましたのは５世帯のみでございました。 

 次に、資格証明書が発行されるようになって滞納世帯が減ったのかという御質問ですが、滞

納世帯については確かに年々増加の傾向にあります。しかし、特別な事情もなく滞納している

世帯に保険証を交付することは、納税の責任を果たしている方の納税意欲の低下を招くことに

なります。短期保検証及び資格証明書の発行については、裏返してみれば納税勧奨の結果とし

て評価できるのではないかと考えます。 
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 最後に、ＮＨＫの一部報道をとらえての御質問でありますが、福岡市に問い合わせしました

ところ、報道の誤りで、現在も資格証明書の交付を行っているとの回答でありました。 

 いずれにいたしましても、大口町としましては国民健康保険制度が互助制度の上に成り立っ

ているということ、また公平性、受益と負担といった観点から、資格証明書の発行をやめる考

えはございません。 

 続きまして、子供の医療費助成の拡充についてであります。 

 初めに、申請していない件数はいかほどあるかについてでありますが、大口町には約80％以

上を占める社会保険の加入者のデータがなく、また国保連合会から提供される国保分の給付受

給者一覧表の中にも生年月日などのデータがありませんので、件数については把握できないの

が実態でありますが、申請漏れがないよう、今後も引き続き広報やホームページを活用し、さ

らには保育園、学校を介して、乳幼児等医療費助成制度の啓発をしてまいりたいと考えており

ます。 

 なお、窓口負担の件につきましては、申請により、その負担された金額の一部が返還される

仕組みであり、役場の窓口は行政と住民の方のコミュニケーションの場となっておりますので、

当面、現行制度を続けてまいりたいと考えております。 

 子育て支援にはさまざまな施策がありますが、現在の大口町の制度は、住民の方の声が聞け、

住民の顔が見えるということから、町にとっても住民の方にとってもお互いに大いに意義があ

るものと考えます。こうしたことから、現在のところ、この乳幼児等医療費の助成制度を見直

す考えはありませんが、愛知県が乳幼児医療制度の拡大に向け検討している状況もございます

ので、その動向を見守りたいと考えております。 

○副議長（柘植 満君） 会議の途中ですが、10時50分まで休憩といたします。 

                               （午前１０時３８分） 

 

○副議長（柘植 満君） 休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

                               （午前１０時５０分） 

 

                 （１番議員挙手） 

○副議長（柘植 満君） 吉田正君。 

○１番（吉田 正君） まず国民健康保険の資格証明書の問題でございます。 

 今御答弁を伺っておりますと、過去の医療経過を調べていただきたいということで、御答弁

がありました。資格証明書が発行されている世帯の中の５世帯は、医療経過があったという御

答弁でした。ですから、資格証明書が発行された後はお医者さんにかかっていらっしゃらない
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ということは明らかですので、ということは、この５世帯の方の中には、本当は持病があって

お医者さんに行かなければならない、そういう人であるにもかかわらず医者にはかかれない人

が実際にはおられるということなんですね。この資格証明書という制度というのは大変ひどい

制度と私は言わざるを得ない。このことによってもし命にかかわるようなことが起きたらどう

するんですか、町として。 

 一応病弱者は除くというようなことが、多分資格証明書の発行する要綱の中には私はあると

思うんですけれども、しかしお医者さんに現にかかっておった人でも資格証明書になってしま

っているという状況があるわけですので、今までそこまできちっと調べられていなかったとい

うことが今回の答弁で明らかになったんじゃないかなと思うんですね。ですから、本当に窓口

において調べられて資格証明書が発行されておるのかというと、そうではなかったということ

のあらわれじゃないですか、これは。違いますか。ですから、こういった点でも、私は資格証

明書の発行というのは問題だというふうにして指摘をしておかなければなりません。この点に

おいては、町の方はどう考えているんですか。 

 それから、国民健康保険制度というのは国の負担、県の負担、町の負担、それから国民健康

保険に加入しておられる加入者の負担、大まかに分けてこの四つが該当してくるわけですけれ

ども、殊に国の負担は1984年でありますから、昭和58年か59年ぐらいだったと思うんですけれ

ども、国の負担は45％から37.5％に当分の間削減するといって、あのときに削減したんですね。

たしか中曽根内閣か何かだったと思うんですけれども、私ちょっとそこまでの覚えはないんで

すけれども、それからずっと国の負担というのは減らされ続けているんですね。当分の間と言

いながら、当分の間が20年の余も続いているような状況が今あるということですね。 

 それからもう一つ問題なのは、愛知県の負担です。 

 愛知県の負担も、神田知事が知事になられる前は、加入世帯１世帯当たりにすると、 2,694

円の負担を県はしておったようでありますけれども、今はどうかというと、これが10分の１程

度の 293円になっているそうであります。県の負担も大幅に減らされているんです。じゃあそ

の分は一体だれが負担することになるのかというと、国も減らした、県も減らしたということ

になれば、今度は町と加入者ですね、そちらの負担がふえる、こういう状況に実はなっている

わけであります。滞納世帯がふえるのは、負担がふやされるわけですので、納税意欲の低下以

前の問題で、負担に耐えられない人が出てくるのは私は当然だと思うんですよ。ましてや雇用

者、要するに会社で働いてみえるそういう人たちの中にも、社会保険もつくってもらえない人

が今どんどん生まれている。そのことによって、国民健康保険に加入してこられる。そうした

方たちの多くは、年収が 500万も 600万もある人ではなく、比較的収入の低い人が国民健康保

険に加入してこられる実態があるわけですね。そうした中で、私は資格証明書の発行というの
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は余りにも過酷ではないか。国は負担しない、県も負担をどんどん減らしてくる。そうした中

で、払えないからといってそうしたペナルティーをかけるということ自体、私はこれは違法だ

と言わざるを得ない。こういう状況が今現実にあるわけですので、そこはよく見ていかなけれ

ばならない。 

 ですから、自治体の中には、資格証明書を発行していない自治体もありますね。それは当然

なんですよ。国も負担を減らして、県も負担を減らして、そのツケが加入者の人ばかりに押し

つけられるような状況を見ておれば、払えないからといって資格証明書を発行するというのは

余りにも忍びないということで発行していない自治体もあるんです。そういう点では、大口町

の場合は、本当に冷たい行政ではないかなあというふうに思います。 

 医療を受けてみえた人が医療が受けられなくなった世帯が５世帯あった。このことも本当に

悲しむべき問題ですよ。いま一度、この資格証明書を発行することはやめよと私は要求をして

おきたいと思います。 

 それから障害者自立支援法の問題ですけれども、これは激変緩和策が平成19年度、20年度と

設けられるということで、その負担は、今の町長の御答弁だと４分の１ぐらいになるだろうと

いうことでありますけれども、仮に４分の１になったとしても、その負担をしなければならな

いということについては変わりはないんですね。これを負担しなければならないからといって、

障害者年金がふえたという話は私は聞いたことがないんです。今ある年金の中で、この利用料

を負担しなければならないということですので、より一層障害者のある方たちの生活は、こう

した負担によって脅かされている、こう言わざるを得ないじゃないですか。それを、町長の答

弁は本当に冷たい。 

 受益者負担というのは当然必要だと言われるわけですけれども、受益者負担の考えが必要だ

と言うんだったら、収入の方を本当はふやしてもらわなくてはつじつまが合わないことじゃな

いですか。しかし、国は収入もふやさない、負担だけふやす。そんなばかげたことにもろ手を

挙げて賛成ができる人というのは僕はないと思いますよ。ですから、これだけ反対の運動も起

きて、国もとうとう４月に始まったものを10月か11月に、激変緩和だといって方向転換をした

わけですよ。１年もたたないうちにそうせざるを得なくなってしまったんですよ。これが実態

じゃないですか。そういう実態を見もせず、受益者負担の考え方が正しいと、必要があるとい

う答弁は、障害者の方々の生活実態に即していない、見ていない、そういう答弁にほかならな

いと私は断言したいと思います。これについての見解を、いま一度お伺いをしておきたいと思

います。 

 それから、介護保険料や利用料の問題ですけれども、この点においても同じなんですね。も

う65歳以上の人たちという、正確に言えば66歳になられる途中ですよね。それぐらいから、要



-245- 

するに年金から天引きされていくわけですね。こうした方々というのはどう言っているのかっ

ていうことなんですよ。年金は減らされているんですよ、物価が安くなったからといって。ま

た、現役世代の働く人たちの賃金が下がっているからといって年金を引き下げられているんで

す。去年の５月もたしか 0.4％、年金は引き下げられたわけです。その上に介護保険料は年金

から天引きされる、こういう実態があるんですね。 

 ですから、天引きされるようになって本当に苦しいと。しかも、老年者控除が廃止になり、

公的年金控除も縮小されて、住民税や所得税がかからなかった方についても住民税や所得税が

かかるようになって、税金等も天引きされるようになったりしている人も現実にあるわけです

けれども、年金の方から、既に。そういう方たちの本当に気持ちに立てるのかどうなのかとい

うことが、自治体の使命ではないかなというふうに思います。 

 町長は大抵、今は社会情勢が大きくさま変わりする時期だと、だからしようがないんだと、

そういう答弁を毎回私は聞いておるわけですけれども、さま変わりしないような時期なんてい

うのはいつの時期でもないんです。毎日毎日状況はさま変わりしておるわけです。だもんだか

ら私は質問しておるわけですけれども、しかしそれを仕方がないということでは、事が済まな

いと私は思います。 

 実際に介護保険の認定も受けずに、障害のある方が家庭で、老老介護をしながらお金がかか

らないように暮らしておられる方も、私の身近なところでもつい最近までおられましたし、そ

ういう状況を町が見て、今の介護保険の利用料が１割負担でいいのか、また介護保険料のこの

設定の仕方も本当にいいのかということを、いま一度、私はもう一度見直す必要があると思い

ます。 

 介護保険料にしても、国が25％は負担しなくちゃいけないということを法律上は書いてあっ

ても、実際には20％しか負担していない。あとの５％は調整交付金だといって逃げるわけでし

ょう。その分はじゃあどうなるのかといったら、結局65歳以上の人の介護保険料の引き上げに

つながってしまう。これも前、この議会の中で指摘してきたことで、これがそうではないとい

う答弁は返ってきていませんので、町はお認めになってみえると思うんですけれども、本当に

国は負担しない、しかし利用者にだけその負担をふやさせる。これが国保でも介護でも、それ

から障害者自立支援法の中でも全部行われている。これが実態ですので、やはり私は、町独自

にもっと踏み込んで、先ほども住宅改修だとか、それからデイサービスなどの給食費の助成と

か、これも私が要求しましたけれども、そういったものも行うんだということでありますけれ

ども、さらに踏み込んで町独自の軽減が必要ではないかなと思います。いかがでしょうか。 

 それから、子供の医療費の助成の問題ですけれども、80％以上の人が社会保険の加入者だも

んだから、申請があるのかないのかその実態もわからないという、そういう状況なんですね。
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申請があるのかないのかわからないというような、そんないいかげんな制度であっては、その

制度が公平な機能を発揮しているのがどうかということに立てば、私は甚だ疑問だと思います。

せめて、あとの10数％が国民健康保険の加入者ですので、その方々の状況はどうかという調査

も私はやるべきだと思うんです。そうした中で、どの程度の人が申請に来ているのか、また来

ていない人もどれだけいるのか、それがよくわかると思うんですね、その割合で、おおよその。

そういう調査もやらずに１割負担でいいんだというような状況では、まさに、子供の医療費の

助成制度というのは完全な機能を果たしていないと私は言わざるを得ない。しかも、子育て支

援をするためにこの制度があるわけでありまして、それが機能しないということになれば、こ

れは大変な事態だというふうに思わなければならんと思うんですよ。それを思っていないと言

うんだったら、大したものだと思います。ですから、そういうことがないようにするためには、

きちんと受給者証を発行して、これはまずやるべき問題だと思うんですね。 

 受給者証を発行すると、愛知県内の医療機関はその受給者証でもってやれるわけですね。こ

れは、もう既に無料でやっているところはずっとあるわけですし、そういう方向で私は進めて

いくべきじゃないかなと思うんです。ましてや平成20年の４月ですか、６歳までの医療費につ

いては３割負担から２割負担になるんですね。そういう方向で今進んでいっているわけです。

ということならば、さらに踏み込んで、ここのこの子供の医療費の助成という面でいけば、私

はもっと進めるべきじゃないかなというふうに思いますが、いかがでしょうか。 

○副議長（柘植 満君） 酒井町長。 

○町長（酒井 君） 吉田議員の再質問にお答えをしてまいります。 

 障害者の自立支援法がスタートしまして、大変障害者の方々には負担をかけたわけでありま

す。そうしたことについては、議会でもお答えしましたように、国がある程度見直してくると

いう方向性を持ってきたということでありますし、具体的には平成19年、20年と、激変緩和策

が打たれるわけでありますし、また従来の重度障害をお持ちの１級、２級あるいは３級の方々

には、障害者手帳により、あるいは保険により給付がされてきたわけでありますので、重度の

方々はそれなりにサービスを受けられていたんではないかということであります。 

 低所得者の方々、生活保護に相当されるような困窮者にも料金を取るような方向になってお

るということでありますが、改めて今回そういった階層の方々のゼロから、最高で、一般の場

合ですと３万 7,200円ということでありますが、激変緩和によってこれが４分の１になるとい

うことでありますから 9,300円になりますか。生活保護世帯についてはゼロ、低所得者の１に

ついては１万 5,000円ぐらいですから、４分の１ですと 3,750円という金額。低所得者の２で

は２万 4,600円が上限でありますけれども、４分の１で 6,100円になってくるという激変緩和

がされておるわけであります。 
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 法律は平等かどうか、公平かどうかというと、甚だ難しい問題だなあと、こういうふうに思

うわけであります。元来、不公平ではないかなあと思うことがあります。人間は生まれて育っ

てくるわけでありますけれども、生まれ育つ環境はそれぞれに違いがありますし、お互いに子

供ではないかということでありますけれども、スタートにいろいろ差があります。これをでき

るだけ法によって公平に、あるいは平等にしていこうということでありますが、完璧な公平と

いうのはやはり難しいかなと。 

 今、新たに国家体制が変わってきたわけであります。自助、互助が大前提であると。お互い

の力で、みずからの力で困難に対して対応していってほしい。みずからの力だけではどうにも

ならない問題についてはお互いの力で、互助の精神でこれを克服していこうということであり

ます。そういう中で、この相互扶助の形ができ上がって、今新たな国家体制をしいていこうと

いう変化が起きておるところであります。障害者の知的とか、あるいは身体障害者の４級、５

級、６級の方々は今まで無料でありましたが、１割負担を余儀なくされてきたと、こういうこ

とでありますけれども、障害を持って生まれたのは自分の意図ではないんだと。生まれたとき

からそういう境遇になってしまった。そういうものに対して負担をせよとは何事という議論も

成り立つわけでありますが、じゃあ健常者の生活はすべてが均一で平等であるかというと、そ

うでもない。そういう人々がお互いに競ってこの社会に生きていく中で、お互いの努力の中で

これをお互いに補完していこうと、こういうのが互助であります。相互扶助でありますから、

障害のある方々もノーマライゼーション、一般の方々と同じようにある一定の負担をお願いし

て、この社会を支えていただこうということであります。基本的な意識、考え方をつくってい

く必要があるんではないか。そういうことで、どうにもならない方々に対しては従来の方法、

あるいは新たな扶助、こういったことを考えていかなきゃいかん時代であると思っています。

いましばらく、こうしたことに対しての議論をしながら、新たな福祉施策を組みつけていきた

いと、こういうふうに思っておるところでございます。 

 続いて、議員の方から介護保険の制度についての御質問をいただきました。 

 これも同じように、相互扶助というような精神のもとに、今介護保険制度が生まれてきたわ

けでありますし、社会が大きく変わっていこうとしているのかなと思っています。地方分権と

いう中で、介護保険制度は、地方分権の試金石と銘を打たれたわけでありますが、高齢者福祉

医療も今新たに平成20年からスタートするわけでありますが、これに対しての福祉の考え方も、

我々は今から十分に検討をしていかなければいけない問題だと、こういうふうに考えておりま

す。 

 所得に対する考え方、高額な所得を得られる方々、年間 200万、最低賃金法で時給 700円を

例に取れば 3,000時間というような膨大な時間になってくると、こういう議員の方からお話も
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ありましたけれども、社会が多様化してきておると、そういう中にいろんな境遇の方々もある

わけでありますし、またいろんな考え方をお持ちの方々もあるわけであります。 

 今、テレビなんかでやっておりますバラエティー番組に参加をされるタレントさんなんかは、

１年間70万の所得で自分は耐えてきた、こういう方もしばしばお目にかかるわけでありますが、

何かの目標を持って、何かに耐えて、そして将来を築いていく。こういった方々、自分はこう

なんだけれども、それでも社会の役に立っていくんだという考え方でお暮らしの方々、多様な

人生を今模索していただく、そういう社会になってきたのではないかなと。一概に所得で、あ

るいは数字でもって線を引く、そういうことができない時代に入ってきたと思っています。そ

うした方々の御意見、あるいは境遇等も十分に理解しながら、これからの福祉の問題、社会を

築いていくＮＰＯとかボランティアの方々ともよく御意見を伺いながら、これからの仕組みづ

くりをしていきたいと、こういうふうに思っておりますので、格別の御理解をいただけますよ

うにお願いを申し上げます。 

○副議長（柘植 満君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（水野正利君） 国民健康保険の資格証明書、あるいは子供の医療、いわゆる乳 

幼児医療の助成制度の関係で再質問をいただきました。 

 まず、国民健康保険の資格証明書の５世帯の関係でございますが、これにつきましては、先

ほど５世帯ということで回答させていただきました。その５世帯につきまして、私ども調査を

させていただきましたが、かかってみえた診療科につきましては、眼科、歯科、皮膚科という

ことで、単発的な受診診療科が多かったということで、特に先ほどおっしゃってみえたような

資格証明書を発行することによって生命にまで危険を及ぼすというようなことはないと確認を

いたしております。 

 また、資格証明書につきましては、発行を基本的にやめるべきではないかというような御指

摘でございますが、国民健康保険制度が相互扶助、お互いに助け合うという理念のもとでの社

会保障制度の中での一つの役割を果たしておるということでございますので、特に大口町にお

きましては、この資格証明書につきまして、法的には１年の滞納があればすぐ資格証明書とい

うようなことに法文上は読み取りができるわけでありますけれども、実際の運用につきまして

はかなり弾力的に対応しておるということでございます。 

 例えば、議員の御質問にもございました、３月10日の中日新聞の朝刊に載った記事でいきま

すと、滞納世帯に対する資格証明書の発行世帯の割合が、福岡におきましては15％を超えてお

るという高い率でございますけれども、これが愛知県におきましては１％以下ということでご

ざいますので、いかに愛知県がこの資格証明書につきましてかなり配慮をした発行をしている

かということが読み取りできるんではないかというふうに理解しております。こういった観点
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からも、資格証明書につきましては、今後も公平という視点から、発行は大口町としては続け

ていきたいというふうに考えております。 

 次に、乳幼児の医療制度の関係でございますが、確かに平成18年度から年齢的には引き上げ

たものの、一部負担をお願いをしておるということでございますけれども、実際に窓口にお見

えになる親御さん等から、この制度、年齢を引き上げたことに対して、窓口へ来るという手間

はありますけれども、大変ありがたいというお話を伺っております。 

 この福祉医療制度の中で、乳幼児医療制度だけが１割負担ということになっておりますが、

まずは基本的には国民健康保険もそうでございますが、基本的には予防という観点が必要では

ないかなということで、１には自分で健康管理をしていただく、２には２次予防としての健康

診査等を受けていただく、そういった意識の涵養が必要ではないかなというふうに考えており

まして、そうした中で、現在の乳幼児医療制度につきましても、現行の３割の中の２割償還に

ついては変える考えはございませんけれども、先ほど議員からのお話がございましたように、

愛知県の動きもございますので、さらには20年４月に向けての医療制度改革の中で、現在の３

歳未満児の２割負担が就学前までの引き上げ、こういったことで各団体の動きも出てくると推

測される部分がございます。そういった動向をうかがいがてら、大口町としての乳幼児等に対

する医療制度の再検討をいたしてまいりたいと、こんなふうに考えておりますので、どうぞよ

ろしくお願いします。 

                 （１番議員挙手） 

○副議長（柘植 満君） 吉田正君。 

○１番（吉田 正君） 今、乳幼児医療については愛知県の動向や、また医療制度そのものが就 

学前まで３割負担が２割負担になっていく、来年度ね。そうした中で、この制度そのものにつ

いても検討していくという答弁がありました。当然それはやっていただきたいと思います。 

 それから、国民健康保険の資格証明書の問題ですけれども、眼科や皮膚科だったから命にか

かわる問題ではないからいいんだという御答弁でありましたが、それでは余りにも冷たい答弁

ではないかなというふうに思います。少なくともかからなければならない診療科目にかかれな

いような実態がここにあらわれている。資格証明書が発行されればそれで納税意欲がわくのか

といったら、かえってわかないというふうに思います。現に、先ほど申し上げましたけれども、

県の負担も減らされ、国の負担は以前から減らされ、住民の皆さん方に対する負担はふやされ

続けてきたんですよ。そういう中で払えないからといって資格証明書を発行していく、それは

本当に私は誤りだというふうに言わざるを得ません。 

 12月議会では、この資格証明書が発行された方の所得階層別の一覧表もこのときに出してい

ただきました。 800万円から 900万円の人も中にいるじゃないかという御指摘なんですけれど
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も、しかし借金があればそんなものを当然払えるわけがないんですね。借金というのは所得か

ら差し引くことができないものですので、本当に個々の一人ひとりの方々のいろんな状況を聞

かないことには、払えるのか払えないのかという問題でいけば、わからない面というのはたく

さんあるんですよ。ですから、大口町の場合は面談がなくても資格証明書は発行するというこ

とも行っておられるようですので、そういう点ではやはり面談も十分行って、それからお医者

さんにかかっていないのかどうなのか、そういうことも十分に行って、その中に、例えば小さ

な子供さんがおられるのかおられんのか、またそのお子さんたちがどういう健康状態なのか、

そういうことも本当に推しはかった上でこういうことがなされておれば、私も少しは留飲がお

りるんですけれども、しかし今の御答弁ではとても納得できるものではない。 

 さらに言えば、国民健康保険制度というのは、相互扶助の制度だといって福祉部長さんは言

われましたけれども、違うんですね。国民健康保険法という法律がありますけれども、他の保

険に加入しない者は国民健康保険に入るということなんです。だから相互扶助じゃないんです

よ、そういう点では。本当に国民の健康を保険で担保する、そういう制度なんです、これは。

だから、相互扶助よりももっと上の段階の制度なんですよ。他の健康保険に加入しない者が国

民健康保険に入るわけですので、それで国民皆保険制度というのが成立するわけですよね。国

民皆保険制度というのは、そういう物の考え方に乗っかって現実にはある。ただ、この滞納問

題のことになると、これは相互扶助の制度だと言われる。これも法律の趣旨からすると、本来

はこれは矛盾する説明なんです。そういう説明を聞くとそうだなあと思ってだまされちゃうん

ですけれども、しかし違うんですね、法律の趣旨は。国民皆さんすべての健康を保持するため

の制度なんですよ、これは。ですから、そういう点からしても、この資格証明書を発行すると

いうことは、その趣旨からも外れている、こういうことなんです。ですから、資格証明書はぜ

ひやめていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。いま一度伺っておきます。 

 それから、障害者自立支援法の関係ですけれども、平成18年の４月に障害者自立支援法が施

行されますといって出されたパンフレットなんですけれども、ここには何が書かれているかと

いうと、「障害者が地域で安心して暮らせる社会の実現を目指します」と中に書かれているわ

けですね。利用の仕組みだとか手続が変わったりだとか、いろいろすることもこの中に書かれ

ているんですけれども、本当に安心して暮らせる社会の実現かという問題で私は話をしておる

わけですね。だから、４分の１になるからいいということじゃないんですよ。だから町独自に

こうした負担を軽減させる、これはやはり持つべきなんですよ、障害のある方が生きていく上

で。だから、受益者負担の考え方自身がもう間違っているんです。御自分でも、さきの答弁の

中で何が正しいのか、今の法律も間違っているのかもしれないというようなことも言われたわ

けですので、これは本当に間違っているんですよ。だから、国が間違っているとするのであれ
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ば、地方自治体がそれを正していく、独自にね。それは当然のことだと思うんですよ。それが

なぜできないのか、もう一度伺っておきたいと思います。 

 それから介護保険の問題ですけれども、細かい話になるもんですから福祉課長さんから答え

てもらってもいいんですが、障害者利用者の負担を社会福祉法人が助成する制度がありますよ

ね。所得が低いとかそういうことを理由にして、社会福祉法人が軽減する制度があるんです。

これが社会福祉法人減免事業と呼ばれていますよね。その減免した分について補助金が出てい

るんです、実はね。町も補助金を出しているんですけれども、県の方は補助金を今度なくして

しまうみたいですね、新年度。１億 3,000万円、県の方はその補助制度が減額されているわけ

ですけれども、どうもその制度がなくなるようであります。ますます、酒井町長がさきがた相

互扶助と言われましたけれども、その相互扶助のはしご自体も今どんどん、県がこんなことを

やるわけですので、はしごを外しにかかっておるわけですよ。今までやってきたその制度その

ものですね。社会福祉法人独自に利用料を減額したり免除したりするわけですので、さっき町

長もそうやって答えられたんですよね。その制度そのものが、県も補助していたんですけれど

も、その補助をなくす方向なんですよ、今ね。ですから、そういう点では自立・自助できない

人は行政が援助していくと町長は言われたわけだけれども、愛知県はもう既にそういう方向で

はないんです。ですから、これは本当に大変な実態なんですね。 

 住民の生活はじゃあどうかといったら、ライフスタイルの変化や社会環境の変化があるんだ

と。好きこのんで今のライフスタイルの変化があったり、社会環境が変化したりしておるわけ

じゃないんです。派遣だとか請負だとか、そういう労働法の改悪に次ぐ改悪によって、今のフ

リーターだとか派遣だとか請負だとか、そういう雇用形態というのが今どんどん広がっている

んですよ。それが格差を生み、貧困を生んでいるんです。こういう人たちが大人になればどう

なるか、もっと年を食っていけばどうなるのかといったら、低賃金のもとで働かされておるわ

けですから、それなりの年金しかもらえなくなってしまう、そういうことが今実態としてある

わけですよ。だから、年収70万円で頑張っておるからいいんだというようなことじゃないんで

すよ。そういう人も確かにいるでしょう。しかし多くの人たちは、本当に低賃金の中で働かざ

るを得ないという状況に今あるんですよ。それは自分の好きだとか嫌いとかということじゃな

くて。だから、そこら辺のところをやはり忘れていただいてはならないと。あえて私町長に反

論しますけれども、そこの部分はちゃんと認識した上で、受益者負担が本当にいいのか悪いの

かという答弁をしてもらわないと、今のような本当に話にならないような答弁にどうしてもな

ってしまう。これは私はゆゆしき事態だと思います。 

 ですから、話は戻しますけれども、社会福祉法人が独自に減額した助成事業を愛知県はなく

しますけれども、そういう事態になって、自立・自助できないものは互助でいけるとお考えな
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のかどうなのか、その点も踏まえて御答弁が願えればと思います。以上です。 

○副議長（柘植 満君） 酒井町長。 

○町長（酒井 君） 再々質問になりましたけれども、お答えをさせていただこうかと思いま 

す。 

 吉田議員といつもお話をしていて、やはり根本的なところが交わっていないなあと、こうい

うふうに思うわけであります。 

 社会の仕組みあるいは経済の構造、そういったものを見直そうという時代に入っておる。護

送船団方式が社会の硬直化を生むんだという考え方であります。できる限り規制を緩和し、お

のおのの発意によって社会を再構築していこうという時代に入ってきたわけであります。過去、

従来はどうであったかというと、福祉国家を目指して、社会が発展することによって、すべて

の皆様方の心配事、不安事を取り除いていくことができるんではないかと、こうした社会を築

いていこうとした。しかし、でき得なかった。社会は、今 800兆円にも及ぶ負債を抱えておる。 

 １兆円というお金は大きなお金であります。過去にも申し上げましたけれども、 100万円と

いうのを１万円札の束にして１センチぐらいとすると、１兆円という金は札束にして10キロも

先へ並ぶわけであります。それが 800兆円という金額でありますから、天文学的な数字が日本

の背景にある。大きな負債を抱えておる。そういった中で、社会の仕組みを変えていこう、社

会の仕組みを変えることによって国の発展を、地域の発展を新たに築いていこうと、そうした

中で社会制度を見直していこうと。私どもも、自然的に仕組みそのものを見直していかなけれ

ば、この行き着くところは夕張と同じような状態になっていくのかなと、こういうふうに感じ

るわけでありますし、国そのものがそういう危機に今直面しておると、こういう中での体制の

変換をしていこうということであります。おのおのが自主・自立、それぞれの組織が、あるい

は個人が自立をしていく。そのためにどう考えて、どうこれから仕組みづくりをしていくかと

いうことであります。 

 今までの福祉国家の中では、全国一律に平等なサービスが受けられる。どこへ行って暮らし

ても、どこに住んでも同じようなサービスが享受できる、こういう社会が崩壊し、これから新

たに地域の個性を持って地域づくりをしていこうと、こういう社会に入ってきたわけでありま

す。 

 そうした中で、福祉の制度も見直されていく。先ほど福祉法人の経費負担を国が、あるいは

県が支援していくことを打ち切るような施策に転じてきておるということでありますけれども、

法人格を持って継続を担保しながら、自立をした福祉を行っていく、こういう組織であります

から、どんどんこれから社会がそれを見直していくということはあろうかと思いますし、それ

でもなおかつ自立をしていける組織づくりをおのおのがつくっていく。自由を与えられるかわ
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りに、責任を持ったこれから組織づくり、この対応が必要になってくると、基本的にはそうい

うことであります。 

 自立をしていく、そうした組織・団体を我々は支援をし、自立を促進させていく、推進させ

ていく、そういうことが、我々の務めであろうと。支援し、補助することではない、扶助する

ことではない、そういうふうに考えています。最悪の状態、最低の状態は私どもが扶助してい

かないといかんということは十分自覚した上で、そういった社会の仕組みを構築していく必要

があると思っております。 

 最後の答弁については、担当部長よりさせていただきます。 

○副議長（柘植 満君） 福祉課長。 

○福祉課長（村田貞俊君） 吉田議員の再々質問の中でございました社会福祉法人の軽減ですけ 

れども、これにつきましては介護保険制度と障害者自立支援法における制度がございます。そ

ういった中で、介護保険制度につきましては、今話がありました部分での廃止という話はござ

いません。ただ、障害者自立支援法の関係におきましては、今回激変緩和対策で利用者負担額

を４分の１に軽減してまいります。そして、社会福祉法人の軽減策というのは、利用者負担額

の４分の１を社会福祉法人が、自社の中でもって軽減をかけていくというところでございまし

た。県の予算を見られたかと思いますけれども、そういった部分でこの制度自体がそもそもあ

る意味成立しなくなってくるという中での削減と私もとっておりますので、よろしくお願いし

ます。 

○副議長（柘植 満君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（水野正利君） 国民健康保険の関係で再々質問をいただきました。 

 国民健康保険の仕組みといいますか、財政構成につきましては、議員もよく御存じのとおり、

基本的には被保険者が加入される国民健康保険の団体によっては保険料であったり、大口町は

税でありますが、それが主な財源になっております。それに対しまして、国の負担金あるいは

県の交付金、さらには一定のルールに基づいた町の繰入金があると。そういった意味からして

も、被保険者に対しては、やはり義務と権利というものが国民健康保険制度の中でも当然求め

られておるということを強く感じております。 

 また、資格証明書の発行という観点での強い御質問でございますが、逆の立場で考えますと、

今大口町は53万が国民健康保険税の上限額になっておりますが、こうした方々が、私は医療を

求めないから税は払いませんよということをおっしゃる方が仮に多数あったとしますと、国民

健康保険制度そのものが根底から崩壊していくことにならざるを得なくなります。そうしたこ

と、また、資格証明書の発行につきまして、現在大口町としましては、本当に何度も窓口に来

ていただくように要請をし、それでも誠意がなく対応をしていただけない、そうした方につき
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ましては、やはり公平性の観点からやむを得ず発行しておるということでございますので、こ

の制度につきましては今後も大口町としましては当然続けていきたいと考えております。 

                 （１番議員挙手） 

○副議長（柘植 満君） はい、吉田正君。 

○１番（吉田 正君） これは要望にしておきますけれども、少なくとも私は、国民健康保険の 

資格証明書については、面談をすべきだということを１点、言っておきたいと思います。応じ

ないじゃなくて、行けばいいんですよ。ですから、まずそれは少なくともやるべきだというふ

うに私は言っておきたいと思います。 

 それから障害者自立支援の関係でありますけれども、国が激変緩和をやったから十分だとい

うような考え方でおってはいかんということも言っておきます。 

 それから介護保険の問題ですけれども、今社会が多様化してきているという町長のまたいつ

もの御持論が述べられたわけですけれども、好きでいろんな雇用形態の中で、また低賃金の中

で働いている人なんてほとんどいないと思います。ですから、そういう点でいけば、これは労

働法制の規制緩和の中でこういった問題が出てきているわけですので、そういったことを十分

承知していただきたいと思います。 

 以上で私の質問を終わります。 

○副議長（柘植 満君） 会議の途中ですが、13時30分まで休憩といたします。 

                               （午前１１時４７分） 

 

○副議長（柘植 満君） 休憩を閉じ、会議を再開します。 

 田正輝議員より遅刻の届け出がありましたので、御報告いたします。 

                               （午後 １時３０分） 

 

                ◇ 田 中 一 成 君 

○副議長（柘植 満君） それでは、田中一成君。 

○２番（田中一成君） 通告に基づきまして、４点にわたって質問をさせていただきます。 

 初めに、国民健康保険の減免制度の拡充と題してであります。 

 全国的にも、国民健康保険の滞納が非常にふえているということが大きな問題になっており

ますし、大口町でも一向にこの滞納の解決というのは進まない、むしろ増大する一方でありま

す。 

 私は、議員に就任以来、国民健康保険に対する国庫支出金が、先ほど吉田正議員の質問にも

ありましたように、1984年には49.8％でありました。これが現在は34.5％に減らされている。
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全国平均でいいますと、１人当たりの保険料は３万 9,020円から７万 8,959円、このように、

およそ倍増しているわけであります。この間、国庫負担率の引き下げについては、当初は１年

限りということでありました。それが２年、３年と継続をされるという事態がありました。こ

れは、国は１年限りと言っていたのにおかしいではないかというようなことで、当時の執行部

と議会は一体になりながら、国・県に対して国庫負担率を復元するように、議会で決議を上げ

たり、意見書の提出をしたりということで、全国的な自治体側からの要求となっていったので

ありますけれども、残念ながら、それは固定化されて今日まで減らされ続けているという状況

であります。しかも、その間に応能・応益、いわゆる保険料の所得に応じて、あるいは資産に

応じて、能力に応じて保険料を納めるという部分がおよそ７割近く、国保に入っていることに

よって利益を受けるからということで、所得などに関係なく一律に保険料が計算される均等

割・平等割、こういう応益割部分については、およそ３割程度で当時あったというふうに思う

んですが、これを50対50にしなければ制裁措置を講ずるという国や県の指導、おどし、そうし

たものがありまして、大口町も50対50ということに今はなっているわけであります。つまり、

所得などに関係なく、利益を受けるんだからということで保険料の割合が多くなったというこ

とで、言ってみれば、所得の低い皆さんにはより大きな負担をかけるという仕組みに改悪がさ

れてきたということではなかろうかと思います。 

 先ほどの論議を聞いていますと、国民健康保険制度というのは相互扶助制度、そういう性格

が強いんだという町長や部長の答弁でありますけれども、私は、国民健康保険というのは福祉

制度だというふうに思っております。そこに大きな考え方の差があると思うんでありますけれ

ども、国の体制が今大きく変化をしているなどと町長は言われますけれども、国の体制や考え

方は、憲法に規定をしてあるのであります。その憲法を改正しようという動きもありますけれ

ども、今、憲法は、まだそのまま変わらずにおるわけであります。御承知のように、憲法第25

条では、すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利があるというふうに規定を

しておりまして、すべての国民に対して、国と地方自治体はそのことについて責任を負いなさ

いとうたわれているのであり、国も地方自治体もこの視点を行政に取り組むに当たっては忘れ

てはならないというふうに私は思うのでありますけれども、そういうところの認識が全然違う

わけでありますが、細かく国保税について５点にわたって通告もさせていただいているところ

であります。 

 国保税を滞納している人の状況を、さまざまな角度から分析していると思うんでありますけ

れども、その年代や職種、あるいは生活困窮の状況など、つかんでおられる範囲で御説明をい

ただきたいというふうに思います。 

 御承知のように、今、国保には、以前は自営業者、あるいはサラリーマンを退職された皆さ
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ん、こういう皆さんが入る制度でありましたけれども、今や働き方について、請負、アルバイ

ト、パート、あるいは派遣社員というようなことで、働き方の多様性、選択性を広めるという

ような言葉もありますけれども、正規の雇用状況にない若い皆さん、壮年の皆さんが急激にふ

えております。そういう皆さんが、会社の保険に入れてもらえないということで、そういう保

険に加入する資格があるのに入れてもらえずに、こうした国保に大量に流れてこざるを得ない

というような状況もあるわけであります。私がそういう皆さんの相談を受けると、もう５年も

派遣社員として同じ職場に派遣をされて働いている。しかし、保険に入れてくれないもんです

から、派遣会社に交渉して、あなたは正社員の皆さんと同じように働いているんだから、必ず

入れるから会社に要請をしてみてくださいと。ようやく保険には入れてもらえました。そうい

う話はよくあるんでありますけれども、黙っていれば保険にも入れてくれない。自分の会社の

保険に入れれば雇用主が半分負担をしなければならないから、なるべく国保の方に追いやると

いうひどい状況があることがわかります。 

 資格証明書を発行している人に対しては、呼び出しを行っても来ない方、こういう方には資

格証明書をやむなく発行しているんだと。窓口の皆さんは本当に大変だと思うんですけれども、

去年は正月早々、大口町で２名の自殺者がありました。愛知県でも年間 1,300人ほどの自殺者

があります。こういう自殺者の皆さんの約３分の１は、経済的な問題から自殺に追い込まれて

いるということがあります。大口町でもこういう話があります。御主人は亡くなりましたけれ

ども、サラ金の多重債務に陥っていたと。電話がどんどんと来ると。しかし、主人は今、病が

重くなって多分そんなに長いことはないと思いますと、こういうふうに電話で答えると、そう

ですかと言って明るい声でサラ金会社は電話を切ると。もう一、二ヵ月してまた電話が来て、

どうですかと。そんなことで、あまり長くないということを知りますと、サラ金会社の請求は

途端に緩くなります。それはなぜかといいますと、皆さん御承知のように、返してもらえそう

もない人に対しては生命保険に入って、その人が亡くなって返済してもらわなくても、生命保

険会社の方からお金が入るからだそうであります。そのことは主人が死んでから、どこのサラ

金会社も、お父さんはもう長くないですと言うと請求が緩くなる、ほとんど来なくなる、新聞

をよく読んでみたら、ああいう会社は生命保険に入っていて、お父さんが返さなくてもその分

が一括返済されるような形になっているからだということに気がつきましたという話で、所得

の低い皆さんは大変な体験をしておられます。 

 ある新聞記者から、共産党議員団で講演を昨年暮れごろ受けました。水道がとまっている、

あるいは電気がとめられている、国保税や住民税、こうした税金を滞納している。こういう皆

さんに、役場の職員の皆さんが出会ったら、それは多分、もう多重債務にも陥っている。にっ

ちもさっちもいかない状況にあるんだということを察知しながら、福祉的な手当てがこの人に
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はないのか、救済することはできないのか、そういう視点で対応をすれば、少なくともその方

たちの命は守ることができる。ぜひ共産党の議員さんは、そういう視点で行政に働きかけてほ

しいと、こういうすばらしい講演を受けたのでありますけれども、私ども議員もそうでありま

すけれども、町執行部の皆さんや職員の皆さんも、国保税や住民税を滞納しておられる皆さん

については、そういう極めて深刻な状況の方々が大半だというふうに認識をしているわけです、

私は。そういうことからすれば、呼び出しても窓口に来ないから、やむなく資格証明書を発行

だというのは、余りにも紋切り型で、そういう実態を知らないといいますか、そういうことで

はいけないんじゃないかなというふうに思うんですね。 

 そういう方は、多重債務に陥って、確かに水道企業団からも水道を切られたり、あるいは電

気を切られたりして、二十前後ぐらいのお子さんが私のところに駆け込んできたことがありま

す。よく話を聞いてみますと、やっぱり親が多重債務に陥っていると。一生懸命働いているん

だけれども、もうやみ金にまで手をつけなければならない、毎日のように２人１組になって男

性が家に押しかけてくる。ところが親はいない、兄弟２人でその対応に追われる、電気は切ら

れる。もう本当にひどい状況をかいま見ましたけれども、それについては、役場に相談しても

どうにもならなかった面がありますので、私なりに解決のお助けをしたことがあるんですけれ

ども、しかし、滞納者の中にはそういう方たちもおられるということですね。 

 その方も、親は頼りにならないもんですから、窓口に行って月々 5,000円、国保料について

納めさせていただくから、国保証はきちんと発行していただきたいということで、窓口の職員

の皆さんは真剣に対応していただいて、国保証はずっと最近までもらって対応していただきま

したので、医者にはかかれないという状況にはありませんでしたけれども、しかし、そういう

方たちが少なくないということを私体験しておりますので、先ほど吉田正議員が言われたよう

に、そういう皆さんに対しては、こちらから出向いてでも、その生活実態、そういうものをき

ちんと把握をして、その上で役場としてできることは何なのかと。救済をすると、その人たち

の。そういう前向きの姿勢がなければ、私は行政として、甚だ努力が足りないなあと言わざる

を得ないわけであります。そういうことで、その状況等いかようにとらえているのか、まず御

説明をいただきたい。 

 それから２番目には、滞納している皆さんに対して、例えばがんを患っているというような

ことを役場が把握をしている。そういう皆さんに対しては、本当に払えないんだけれども、が

んを患って治療も受けなきゃいけないんだから、少しでもちゃんと国保税を納めてもらわない

かんですよ、わかっていますねと。わかっていますと。来月も 2,000円でも持ってきますとい

うようなやり取りも今までにもありましたけれども、本当に重病になったり、がんの治療を受

けながら頑張っているとか、そういう方も滞納者の中にはいるわけですね。そういう皆さんに
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対して、全部、国保税を納めなきゃだめだとは確かに役場は言っておりません。できる限りの

範囲で、少しずつでも毎月納めていただければ保険証をお渡ししますよということで対応して

いただいているわけでありますけれども、しかしそういう皆さんは、ほとんど完納することは

無理なんですね、見ていても。国保税を完納することは全く無理。そんなことは窓口の担当職

員の皆さんも期待はしてもおりませんし、たとえ数千円でも毎月持ってきていただければ、あ

なた治療も必要ですから保険証をお渡ししますという対応をしているんです。ですから、今そ

ういう人たちに対しても、予算・決算・滞納額と、こうやってやるわけですけれども、これは

事実上、その滞納は完納してもらえる可能性がないものも滞納額の中にはいっぱい含まれてい

るんですね、これは。ですから私に言わせれば、現実に合わない国保税の請求して、滞納を計

上していると。滞納が多いと、それは国保税を完納している皆さん、いっぱいおられるわけで

すけれども、給付額が足りません。国保会計が成り立ちませんということで、どんどんと国保

税を値上げをすると。これはまじめに一生懸命国保税を完納している皆さんにも、非現実的な

滞納額を計上することによって負担を余分にかけているというふうにも思わざるを得ないので

あります。ですから、そういう非現実的な、納めることもできないような国保税を仕組みとし

てつくって請求をするようなことは、何らかの見直しが必要だろうというふうに私は常々感じ

ているところであります。 

 こうした滞納の完納率については、一体どのぐらい完納してもらえているのか。また、その

ケース・ケースによって、困窮度などについて、いかように感じておられるのか、その点につ

いても御説明がいただきたいと思います。 

 ３番目は、先ほど言いましたように、国に対する国庫支出金の負担率を段階的にもとに戻す

ように求めなければ、所得の低い皆さんや、今の滞納の現状を解決する手段はないというふう

に思います。それを、今、国の体制は変わりつつあるからとかいうことで、地方自治体までが

国の負担率の引き下げをこのまま恒常化させてしまうことを容認するような発言は、私は理解

ができません。先ほど吉田正議員も言われたように、愛知県についても、神田知事が就任する

８年以前と比較をいたしますと、県の市町村国保に対する支出金は10分の１に減っております。

国よりもっとひどいですね。その分、国保税の引き上げをやらざるを得ない、あるいは市町村

が一般会計から国保会計に繰り入れをもっとしなきゃいけないというふうになってくるわけで

す。愛知県は、国よりもっとひどいという現状があることも指摘をしておきたいというふうに

思います。 

 そういう意味で、４番目に、県として独自の支出金を交付している額が大幅に少なくなって

いる。一円も支出していない県が全国的には16県にもなっているという状況ですけれども、愛

知県については、先ほど私がとらえている点については申し上げましたけれども、事務局とし
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てどのようにとらえておられるか、御説明がいただきたいと思います。 

 それから、現在の滞納の増加、それから保険料を引き上げると。引き上げ過ぎてかどうかと

いうことは異論があろうかと思いますけれども、大口町も１億円余りも余剰金を出して、来年

度は少し国保税を下げる面があるわけでありますけれども、町独自の現実的な減免制度、これ

をきちんと考えないと、滞納額がどんどんふえるだけの悪循環ではないかという気がするわけ

です。そのためには、例えば先ほど年収 800万円以上の人でも全然応じずに資格証明書を発行

している人があるとか言っておりましたけれども、大口町内にこういう話があります。 

 たまたまその方は国保に入ってはいなくて社会保険でしたけれども、バブルが崩壊して億単

位の借金を背負う羽目になった。しかし、その後10年以上にわたって必死になって頑張って会

社を維持してきたと。しかし、住民税やそういうものを払える余裕はないと。家族じゅうで一

生懸命働いて、従業員も使って働いて、本当に三度三度食べるのがいっぱいと。２人１組で県

の職員が税金払ってくれと来たもんだから、一生懸命説明したら、あんたようバブルがはじけ

た後、この会社を維持して頑張ってきたねと言われたという人もいるわけです。収入としては

すごいんですよ。 800万円をもっと超えるくらいあるでしょう、きっと。しかし、収入という

のは、そういう設備投資などを行った借金など何も関係なく見るために、 800万円あれば国保

税を納めてもらって当たり前だと、一律には言えない面があるということであります。ですか

ら、収入が 800万円というような、ちょっと一見高いなあと言われるような人に対しても、そ

の仕事の状況や、あるいは生活の状況、困窮度、困難さ、そういうものが一体どういうことな

のかということを、私は一件一件洗い直すといいますか、よく調べる。調査をしてその状況に

応じて、これは悪質だというんならやむを得ないかもわかりませんけれども、困窮によって国

保税を納めることができないという実態も十分把握せずに、資格証明書などを発行することは、

私は憲法第25条の精神に反する、自治体としてやるべきではないことだというふうに思います。 

 そういう意味では、収入は一見高く見えても、しかし実態としては国保税を十分に払う状況

にはない、そういう皆さんに対しても、きちんと減免制度を適用しながら、実態に合った国保

税の設定をして払っていただくというようなことをきちんと設けないと、今の減免制度だけで

は極めて不十分ではないかというふうに思います。 

 大きな２番目は、全国統一学力テストについてでございます。 

 教育の内容については、行政があまり介入してはいけないということは十分認識をしている

わけでありますけれども、文科省、あるいは新しい総理大臣、教育基本法の改正に続いて、教

育内容について国の関与をどんどんと広げていこうというようなことで、政治の力で今の教育

内容を変えようとしておることに私は強い懸念を持っておりますので、一言、質問をさせてい

ただくわけであります。 



-260- 

 ４月に、小・中学生を対象にして全国一斉学力テストが行われることになっておりますが、

その大義名分は、それぞれの生徒の学力、あるいは学校の全体の学力、地域間の格差、全国的

な格差、そういうものを調べたいということでありましょうけれども、その結果をもって順位

づけをするというようなことがあってはならないというふうに思うんであります。 

 東京では既に実施をしていて、あそこの学校は学力が大変低いというように思われた学校に

は、12月議会にも言ったと思いますけれども、一人も入学者がいないというような学校が現出

をするというようなことが、現実にあることは御承知だと思います。学校や生徒一人ひとりの

学力などを比較・検討して、あんたは何千人中、あるいは何万人中の何番だよと、もっと頑張

りなさいと。あなたの学校は全体的には成績がこんなふうだよと、もっと頑張りなさいという

ようなことを目的にしてやるのではないと聞いております。全体的な状況調査、そういうもの

が主体だと聞いてはいるわけでありますけれども、そうであったら、少なくとも生徒に、答案

用紙に一人ひとり名前を書かせるということはやめてはどうかというふうに思います。 

 私の質問の主要の点はそういうところでありますけれども、学力という点でいいますと、き

ょうあたりの新聞を見ましても、小学校からもっと英語を教えよとか、春休みや夏休みは期間

を短くしたらどうだとか、あるいは小学生でも７時間目もつくって勉強を仕込んだらどうだと

か、いろんなことが言われておりますけれども、本当の学力とは何なのか。子供たちがいじめ

や自殺や不登校、さまざまな問題を抱えております。 

 先ごろ中学校の卒業式に行って、卒業生が歌を歌っていたのが印象的でありました。よくそ

の歌詞の内容は忘れましたけれども、「世の中うそばっかし」みたいな歌詞が聞こえてきて、

ああ、中学３年卒業するころになると、大人社会が矛盾だらけのことをやったりしていること

について、もう悲観的な目を持って見ているんだなあと。大人社会が襟を正さなければ、こう

いう若い人たちの本当の意味での生きる力といいますか、まともに生きていこうとする力、そ

ういうことを損なってしまうんだなあということも、少し感じさせられたわけであります。 

 学力とは、今、政府や、あるいは財界などが求めるのは、英語や数学に堪能で、会社に入っ

たら即戦力になるような学力をつけてもらいたい、そういう意向が一方では強く働いているわ

けでありますけれども、しかし複雑で多様なこの社会に対応していくためには、ここには保健

体育とか職業家庭とかいうことを書きましたけれども、本当に中学校を卒業するまでに、すべ

ての課目を本当にきちんと身につけることができますと、それは人生生きていく上での大きな

糧になるものばかりでありますけれども、今や進学用の課目、進学に必要な課目に重点が絞ら

れて、高校でもありましたように、必修科目未履修、学校ぐるみでやっている。それが当然化

しているような教育の風潮、これは大変間違っているというふうに私は思わざるを得ません。

そういう意味では、きっちりと生徒に身につけてもらわなければならないのは、すべての課目
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でもあります。今度の統一学力テストは、そういう視点からすれば、生徒一人ひとりが学校に、

あなたは何番目だよと、その結果をもって頑張れというようなことにすべきではないというふ

うに思います。御所見を伺います。 

 ３番目は、学校及び保育園給食の充実という問題であります。 

 地元でとれた米や野菜を給食に取り入れる、いわゆる地産地消については、ようやく全国的

な流れになってまいりました。文科省もこれをどんどんと進めようということで、今、そうい

う方針で指示も出されているというふうに聞いていることころであります。 

 学校給食運営委員会に長く在籍をさせていただきました。この間、勉強させていただいたの

は、一般質問を一番最初に言われました河合唯敏議員が学校給食運営委員会の委員長、この間

ずっと務められてまいりました。もっともっと地元の農家や、あるいは教育委員会だけではな

く、農業部門に携わっている職員の協力も仰ぎながら、この学校給食などに対する地産地消を

進めたいもんだと常々言っておられました。 

 その中で、これは河合議員の受け売りでありますけれども、学校給食に青野菜や芋類や、地

元でとれた農産物をもっと利用するということになりますと、１日に相当量、いわゆる大量の

ものが必要になります。それは大口町の今の体制や現状からして、即そういうものが賄えるか

といいますと、なかなか難しい。今、例えばブロッコリー、あるいはナス、大口町の大豆から

つくった豆腐、いろんな地産地消、米もそうですが、やっておりますけれども、収穫をしてす

ぐにしおれてしまうような青野菜ですとか、あるいは、あまり日にちを置かないで食べさせた

方がおいしい里芋ですとか、そういうものを学校給食にどんどんと取り入れようということに

なりますと、何日間か運び込んでストックする必要があると。そのためには冷温倉庫、こうい

うものをつくっていただきたいんだということを学校給食運営委員会でも何度か河合委員長は

発言をしておられました。それがなかなか現実のものとなっておりませんので、ぜひ、この冷

温倉庫について御検討願いたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 それから、先ほど申しましたように、２番目に、文科省も給食への地産地消の導入率の目標、

たしか30％ぐらいというふうに記憶をしておりますが、パーセンテージも示して指針をつくっ

ておるところであります。町としても、この地産地消を年限を切った目標値を持って、さらに

積極的に推進をすべきではないのかと思いますが、いかがでしょうか。 

 ３番目には、保育園給食の地産地消の導入の問題であります。 

 最初に、北保育園でこれが進められました。地元の議員や、農家の皆さんや、多くの皆さん

の御協力、当時の保育園関係者の皆さんの御努力によって、北保育園でも地産地消の導入が進

められて、これについては大変高い評価を受けてきたというふうに聞いているところでありま

す。これを、北保育園だけではなく西保育園など全園に拡大していく必要があるだろうという
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ふうに思うわけでありますけれども、これは保育部門だけに任せておいてはできないわけであ

ります。ぜひ、産業農業関係の職員の皆さんを初め、さまざまな皆さんが協働して進めなけれ

ば、これは進まない問題ではないかなあというふうに思います。大口町の役場内でもそういう

関係部門の皆さんが協力・協働して、すべての保育園での地産地消、こうしたものを進めてい

くための協働研究・調査、そして推進をぜひ図っていただきたいと思います。 

 学校や保育園でそういうことを進めていくことは、地元の農家の皆さんに対する励ましにも

なります。同時に、今、食生活が大いに乱れている、問題が大変多い、子供のときから成人病

の疑いのある子供がふえている、こんなことで、食育ということも大変強調されている時代で

ありますし、平成20年からは、体質や遺伝的な要素もありますけれども、糖尿病など、成人病

がどんどんとふえてきている。これを抑制して抑えなければ医療費の増大も避けられないとい

うことで、厚生労働省の方も、平成20年からは新たな対策も強化をするということも既に表明

されていることころであります。食育、これは健康維持していくためにも極めて重要な、最近

の時代状況の中では、重要な施策であります。その食育の一つの先端を行くのが、学校や保育

園給食のあり方だと思います。そういう部門からの、そういう意味での発祥を大いに積極的に

強めていただくことと並行しながら、学校及び保育園給食の充実を図っていただきたいと思い

ますが、いかがでしょうか。 

 ４番目は、資源物の常時回収の積極的な推進についてであります。 

 さつきケ丘は、既に不燃物の収集をやっていた民有地について、町の配慮で町有地にしてい

ただきました。新年度予算でも、上小口などについて、そういう場所を町が買収をして確保す

るということであります。感謝を申し上げる次第でありますけれども、住民の皆さんの、いわ

ゆるごみと言われるものの中に資源がいっぱいある、これを分別、リサイクルして、そして焼

却ごみを減らしたい、ダイオキシンを減らしたい、有害物質を減らしたい、そしてごみ焼却場

周辺の皆さんの御心配などに対しても、緩和できるように努力をしたい、そういう意識は非常

に高まっているわけであります。その高まりが高じて、いろいろと油やいろんなものが十分に

洗われない容器やビニール類がプラスチック類などとして分別をされてきて、それが数日間ス

トックされている間ににおいが発生をしたりして、事実上、それらは分別されるものの焼却ご

みに回されるというようなことも間々あるわけでありますけれども、それもこれも、住民の皆

さんのごみは分別をして焼却に回さない、回してはならないという意識の高揚のあらわれであ

ろうというふうに思います。 

 いずれにしても、今、大口町の常時回収を地域的にやっているのは、河北地区で一部やって

おられるわけであります。そのほかに町としてリサイクルセンターを持っているわけでありま

すけれども、いずれにしても、全町的にこうした資源ごみの常時回収場所を積極的に確保する
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と同時に、確保したところについては積極的に常時回収の成果が上がるような指導、あるいは

地元住民との協力・協働によって成果をきちんと上げていただく必要があると思います。そう

いう意味で、この常時回収場所の新たな取得と並行しながら、その成果を上げるための積極的

な企画立案、あるいは住民へのアピール、協力・協働、そうしたことについての考え方を確立

していただく必要があるだろうというふうに思います。そのことについての御所見も伺ってお

きたいと思います。以上です。 

○副議長（柘植 満君） 酒井町長。 

○町長（酒井 君） 議長さんのお許しをいただきましたので、田中議員の御質問にお答えを 

してまいります。 

 全国学力テストにつきましては後ほど教育長から、北保育園の給食については私からお答え

をさせていただき、その他は教育部長より、国民健康保険の減免制度、また資源物の常時回収

につきましては健康福祉部長、環境建設部長より回答をさせていただきますので、よろしくお

願いをいたします。 

 現在、保育園では食育をテーマに、園児やその保護者に対し、さまざまな取り組みを実践い

たしております。中でも、議員御指摘の北保育園における地元農産物による地産地消の取り組

みは、平成14年度より始めて以来、平成17年度では年間約 100万円の実績を上げるまでになっ

ております。現在、地場の野菜類としては全体の約50％を占める状況であります。 

 「地産地消」という言葉には、単に地元でとれた野菜、農産物を地元で消費するという意味

のほかに、人が地域を支えていくという郷土愛があってこそ成り立つという意味があるように

思います。その点で、顔が見え、話ができる活動が園児や生産者と交流につながり、食育活動

に寄与しているものと考えております。 

 園児は、やがて小学校、中学校と順に成長していきます。全町農業公園構想の理念にもあり

ますように、子供が成長していく上で必要なことは、食の安全、安心して食べられる仕組みづ

くりのほか、生産者への感謝の気持ちであると考えております。現在の北保育園での取り組み

を全保育園に拡大してはどうかと御提案をいただきましたが、保育園における地産地消を発展

させるためには、季節感のある多品種の新鮮な野菜を必要なときに見合っただけ継続的に確保

ができる供給体制と、各園への配送できる仕組みを構築することが必要になると考えておりま

す。したがいまして、活動を支えている生産者や栄養士、さらには行政などが一つになること

と、一人でも多くの理解者を発掘していくことにより、保育園における地産地消の拡大を図っ

てまいりたいと考えております。よろしくお願いを申し上げまして、１回目の答弁とさせてい

ただきます。 

○副議長（柘植 満君） 教育長。 
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○教育長（井上辰 君） 田中一成議員の２番目の質問、全国学力・学習状況調査にかかわる御 

質問にお答えをしてまいりたいと思います。 

 議員御案内のとおりに、今回の全国学力・学習状況調査の目的は、全国的な義務教育の機会

均等と水準向上のため、児童・生徒の学力・学習状況を把握・分析することにより、教育の結

果を検証し改善を図ることと、各教育委員会、学校等が、全国的な状況との関連においてみず

からの教育の結果を把握し改善を図ることと、文部科学省は説明をしているところでございま

す。 

 実施方法といたしましては、小学校６年生、中学校３年生において、国語、算数、数学の身

につけておかなければならない知識にかかわる調査Ａ、それらの知識を実生活に活用する力Ｂ

に加え、学習生活にかかわる質問の三つの調査が行われることになっております。詳細につき

ましては、実施マニュアルに基づき、全国一斉に調査が行われる予定であります。 

 また、学力検査の結果につきましては、国全体、各都道府県、地域の規模別における調査結

果の公表を国が行っていきます。また、各教育委員会、学校等にはおのおのの調査結果が提供

されますので、その結果を踏まえ、学習到達状況や学力分布の状況を分析し、改善のための手

だてを講じていくことになります。 

 児童・生徒に対しましては、回答用紙は返却をされませんが、学校を通じて設問ごとの正答

や誤答の状況がわかる個票が返却をされます。この個票をもとにして、児童・生徒はどこに力

を入れて学習するとよいかを考えたり、学校は個に応じたきめ細やかな指導の展開を進めたり

することになります。 

 学力検査の結果が個票として確実に間違いなく個人のもとに届くためにも、児童・生徒によ

る氏名の記入は欠かせないものだと考えております。議員御心配いただいておりますように、

学力検査が進学や就職のために限定した学習に偏った教育、あるいはいたずらに競争をあおっ

たり序列化につながることのないような教育にしていかなければいけないと。教育委員会とし

ても十分に注意をし、遺漏のないよう実施をしてまいりたいと考えております。どうぞ御理解

をいただきますようにお願いを申し上げます。 

○副議長（柘植 満君） 教育部長。 

○教育部長（鈴木宗幸君） それでは、田中議員の学校給食の充実について、お答えをさせてい 

ただきます。 

 地産地消は、学校給食において、子供たちが食育を学ぶ生きた教材として大変重要なことと

認識をしております。大口町学校給食センターでは、平成13年度から関係機関や団体の御協力

により、ナス、キャベツ、ブロッコリー、白菜、枝豆等、とれたてのしゅんの地産野菜、また

米、大豆等を学校給食の食材に取り入れてまいりました。しかし、議員御指摘のとおり、学校
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給食をつくる共同調理場では、一度に大量の食材を必要といたします。私どもの学校給食セン

ターでも、献立によってばらつきがありますが、ジャガイモが多い日で 200キログラム、タマ

ネギも 150キログラムを超える場合がございます。年間を通して使用する量も、例えば平成18

年度実績で、ジャガイモが約５トン、タマネギが 7.9トンと、大量でございます。学校給食で

地産地消を進めていくには、これらの一部でも供給をしていただける生産者の発掘と、安全・

的確に供給していただける仕組みをつくらなければならないと考えております。幸い本町には、

北保育園において、この仕組みづくりに成功しているすばらしい例がございます。大量の地産

野菜を保管する冷温倉庫をセンターに設置するには、衛生管理基準の制約がございます。北保

育園における仕組みづくりの成功例を勉強し、また参考にしながら、その仕組みの中で冷温倉

庫が利用できないか、検討してまいりたいと考えております。 

 次に、給食への地元産の導入目標についてでございます。 

 議員御案内のとおり、平成18年３月末に、食育基本法に基づき、食育推進会議において国の

食育推進計画が決定され、11月には、「あいち食育いきいきプラン」と題し、愛知県食育推進

計画が策定されました。これには、学校給食における地場産物を使用する目標値と年限が掲げ

られています。本町においても、先ほど述べましたとおり、地産地消の取り組みは以前から行

ってまいりまして、さらに発展していきたいと考えております。 

 大変ありがたいことに、給食の主食でありますお米につきましては、大口町で必要とする米

の量が約 300俵に対し、ＪＡ愛知北管内では、大口町産米のお米が使われた量が約 1,100俵で

ございます。既に本町学校給食では大口町産米のお米がほとんど使われており、給食の主食に

関していえば、近隣市町に比べ地産地消が進んでおります。しかし、議員御指摘の地元産の導

入率の目標を掲げ、年限を切って積極的に進めてはどうかという点につきましては、今後、農

政の担当課であります環境経済課と横の連携を深めながら進める体制づくりを検討してまいり

たいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

 以上で、質問の答弁とさせていただきます。 

○副議長（柘植 満君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（水野正利君） それでは、田中議員の国民健康保険の減免制度の充実について 

の御質問にお答えしてまいります。 

 国民健康保険の減免制度充実について、５点にわたり御質問をいただきました。 

 まず初めに、滞納者の年代、職種、生活困窮についてお答えいたします。 

 滞納者の年齢階層別では、30歳未満が 4.1％、30代が16％、40代が16.9％、50代が29.5％、

60代が25.9％、70歳以上が 7.6％となっております。 

 職種につきましては、給与所得世帯が49.3％、物品販売が 0.6％、建設業が 9.3％、飲食業 
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が 4.4％、サービス業が 2.9％、製造業が 2.9％、農林水産業が 0.3％、その他の自営業が                                                                                        

 7.6％、さらにその他が22.7％となっております。 

 また、生活困窮の状況につきましては、前回の12月議会にお示しした所得階層別分類表のと

おりでございます。 

 次に滞納者の完納率につきましては、１年間で約８％程度になると思われております。 

 ３点目の御質問の、国庫支出金の負担率を段階的にもとに戻すことにつきましては、国に対

して町村会等通じて要望いたしてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

 ４点目の御質問でございますが、愛知県の支出金はどうなっているか、独自の補助金はない

かとのことでございますが、県の補助金には、財政調整交付金と国民健康保険事業費補助金に

分かれます。財政調整交付金には、普通調整交付金と特別調整交付金がございます。普通調整

交付金は、国の定率補助の減額分について交付するものであり、その割合は、医療給付費等総

額に対し、平成17年度は４％、平成18年度は６％でありました。また、特別調整交付金は県独

自に基準を設けて交付するもので、平成17年度の特別調整交付金は、レセプト点検、収納率の

確保向上、応益保険料の基盤整備、被保険者健康増進、広域化推進支援、医療費所得県内調整

の６項目に対して交付されております。 

 大口町は、そのうちレセプト点検、被保険者健康増進、そして医療費所得県内調整の３項目

に対し、 1,190万 9,000円の交付を受けております。また、国民健康保険事業費補助金は愛知

県が行っております福祉医療の波及分の補助で、平成17年度は 123万 2,000円の交付を受けて

おります。 

 最後に、減免制度の拡充についてであります。 

 国民健康保険の制度は、相互扶助の精神により医療費の負担に対応した互助的な制度であり

ます。このことからも、適正かつ公平な保険税の負担により健全な保険財政の基盤づくりが大

切であります。こうしたことから、安易な減免は働く方の勤労意欲さえなくすおそれがあり、

現行の減免制度のさらなる充実についての考えは、現在のところございません。 

○副議長（柘植 満君） 環境建設部長。 

○環境建設部長（山田三夫君） それでは、田中議員さんの４番目の、常時回収の積極的な推進 

についての御質問にお答えさせていただきます。 

 資源物の分別には一定のルールがあり、資源として再利用するためには、町民の皆様に、こ

のルールに沿った分別を行っていただくことがもっとも重要であります。幸いに、本町には古

くから地域が主体となった資源物の分別回収が行われてきた歴史があり、町民の分別回収意識

は非常に高いものであると実感しております。 
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 １市２町のごみ焼却場を抱える町として、あるいは焼却ごみ減量20％を目指した２年目の目

標として、河北地区の住民参加型で定着した資源物の常時回収や、資源リサイクルセンターに

よる資源物常時回収により焼却ごみの減量が実証されたことからも、今後は資源物をいつでも

出すことができる常時回収について、住民参加を主体とした仕組みづくりを検討してまいりま

す。そのため平成19年度には、こうした常時回収を主体とした取り組みを重点に、モデルケー

スとして、布類、段ボール、雑紙、新聞紙、容器包装プラスチック類の常時回収ができる場所

を１ヵ所新設し、地域での運用方法を検討するとともに、随時設置を検討してまいりたいと考

えております。 

 いずれにしましても、焼却ごみ減量20％を達成するためには、住民一人ひとりが協力なくし

てはできないものであります。今後とも、広報を通じてごみ減量をアピールしてまいりたいと

考えております。 

 以上で、１回目の回答とさせていただきます。 

                 （２番議員挙手） 

○副議長（柘植 満君） 田中一成君。 

○２番（田中一成君） 今度の一般質問は、あまり難しい町全体の懸案事項になっているものは 

避けて、具体的で、簡単に回答がしていただけるものに絞ったんですが、回答はいいですけれ

ども、もう少しつけ加えてだけ私の言い分を言っておきたいと思います。 

 国民健康保険制度については、今御説明もありましたように、随分と昔と違う階層の方たち

がいっぱい入ってきているというのが、今の御説明でもよくわかります。全体の半分は給与所

得者ですからね。この中には、随分多くのパート、アルバイト、あるいは派遣、請負、そうい

う類の人たちが大量に国保制度に入ってきているというふうに思いますし、滞納世帯も、若い

人、40代までの人を合わせても３分の１以上が40代以下、50代を入れると約50代以下の人が６

割を占める。働き盛りで、なお納めることができない。これは私ども日本共産党に言わせます

と、福祉国家を展望する政治から町長に言わせれば、国家の体制や考え方が変わったんだとい

うことで、格差と貧困の広がりが、こういう国保行政の中にも、数字的にも如実にあらわれて

いる。私ども日本共産党は、今こそ憲法の理念に立った、すべての国民に必要最低限の文化的

で健康な生活を保障されるべき、これが国と地方自治体の最大の、今、課題であるということ

を指摘をしておきたいと思います。 

 全国一斉学力テストについては、子供たちや学校にあなたの順位はどうですよというような

ことを示唆するのは目的ではないと、教育長もおっしゃいました。また、正解については、そ

れぞれの子供たちに模範解答を見せるということですから、自分の回答と模範解答を比べてみ

れば、自分はどの程度正解率があったのかということは既に判明をするわけであります。私は、
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順位をつけられる、順位をつけて叱咤激励をするというのが目的ではない、状況調査というこ

とが主要の目的であるとすれば、子供たちに、自分はどのぐらいの回答ができたんだというこ

との自覚さえ持ってもらえれば、それで全国学力調査の目的は達せられるべきものだというふ

うに思います。それを、回答を個々に返さなければならないということで記名をしてもらわな

ければならないんだというのは、学力統一テストの主要な目的から外れている。実は主要な目

的は競争をあおるところにあるという、そのわなにはまってしまう。少なくとも、生徒一人ひ

とりが自分の名前を答案用紙に書かなくてもいいように、さらに検討されることを望みたいと

思います。 

 学校や保育園給食の問題であります。 

 保育園給食をさらに全園にということであるけれども、その供給体制や搬送体制については、

一人でも多くの理解者をということで、町長の御答弁がございました。早急にこれは教育委員

会、あるいはこども課、保育園関係者、同時に産業部門の皆さん、まずこの大口の役場内でこ

れを進めるにはどうしたらいいのかということについての共同のテーブルに着いていただいて、

ぜひ進める必要がある、進める意義があると言われるんでありましたら、縦線がグループにな

って、そして、この保育園と学校給食の地産地消をさらに進められるように、ぜひ積極的に動

いていただきたいということを望んでおきたいと思います。 

 ４番目の、資源物の常時回収の積極的な推進についてであります。 

 ごみの減量・分別、そういうことについては、何度かそれぞれの区にも出向いていただきま

して、職員の皆さんから説明会をしていただきました。非常に積極的な姿勢で評価をしたいと

思いますけれども、しかし、こういうモデルケース、これを成功させることによって、さらに

全町的にごみの徹底した分別、こういうことをやる可能性が開けてくるわけでありますので、

職員の皆さんがよく勉強していただいて、そしてこういうモデルケースとなるところに、その

区民全体じゃなくても、役員の皆さんとか、大いに関心がある皆さん、そういう皆さんに10人

でも20人でも集まっていただいて、ひざを突き合わせてディスカッションし合う。どうしたら

いいだろう、そういうところから始めて出発していただく。一宮とか江南とかいろんなところ

に聞きますと、よくいろんな部門で、５人とか10人程度のグループでも、住民の皆さんが、こ

ういう問題について役場と話し合いをしたい、あるいは教えてほしい、説明をしてほしい。こ

ういうことを要請をすると役場の担当職員が喜んで出てきていただいて、住民との交流の場を

持つ。つまり出前講座、そういうのを一生懸命やっております。大変好評です。共産党の議員

などが出前講座を住民と一緒に受けて勉強になったと言っているぐらいですから、大変ために

なるんですね。行政が思惑としているところを、そういうことに大いに協力・協働していける

可能性のある住民の皆さんはいっぱいいるわけですけれども、要はその接点をどこに求めてい
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くかということについては、福祉の分野だろうがごみの分野だろうが全部そうですが、やっぱ

り出前講座、こういうものを町の中できちんと位置づけて、住民の皆さんから、こういうこと

について説明をしていただきたい、こういうことについて懇談をしたいというような要請があ

れば、すべての部門の皆さんが積極的に地域住民の中に入っていくということが、私は住民参

加、あるいは行政が期待する住民像のあり方と、いろいろと口で言うだけではなく、じかに接

することによって、そういうことが促進されるんだろうというふうに思います。ぜひ、このご

みの常時回収の問題についても、そういう視点で、まずさつきケ丘に、そして上小口に出向い

て、いいモデルケースを相互理解を深めてぜひつくっていただきたいし、それは福祉の分野で

も、教育の分野でも、保育の分野でも、全部そうだと思います。そういうことをお願いして、

御回答はよろしいです。これで終わりたいと思います。 

 

    ◎散会の宣告 

○副議長（柘植 満君） 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 あす16日は本会議を開催し、一般質問を予定しておりましたが、本日で終了しましたので休

会とし、３月22日木曜日午前９時30分から本会議を再開いたします。 

 本日はこれをもって散会といたします。 

                               （午後 ２時３５分）
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